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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開会・開議   

○委員長（大沢俊光君）  ただいまから、決算特別委

員会を開きます。 

 本委員会に付託された議案は、平成23年度各会計決

算であります。 

 この際、議案の審査日程及び審査方法についてお諮

りします。 

 議案の審査日程は、本日及び10日の２日間とし、審

査の方法は認定第１号の一般会計については歳入歳出

別款ごとに質疑を行い、その質疑終了後に財産に関す

る調書について説明を受け、質疑を行うことといたし

たいと思います。 

 次に、認定第２号及び認定第４号から認定第８号ま

での各特別会計については歳入歳出ごとに、認定第３

号の国民健康保険特別会計は勘定ごと歳入歳出別に質

疑を行うこととし、認定第９号の水道事業会計につい

ては決算書類ごと、そのうち１の決算報告書について

は収入及び支出ごとに質疑を行うことといたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定しました。 

 なお、各委員にお願いいたします。質疑の際は、

ページ及び項目等を示し行い、簡潔にお願いいたしま

す。 

 それでは、付託議案の審査に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第１号 平成23年度久慈市一般会計歳入

歳出決算   

○委員長（大沢俊光君）  認定第１号「平成23年度久

慈市一般会計歳入歳出決算」を議題といたします。 

 歳入１款市税、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  市民税にかかわって２点お聞かせ

ください。 

 一つは、この法人住民税、補正で3,000万の減額を

しているわけですが、これはあれですか、４項のたば

こ税との振りかわりの関係での減額の内容ですか、お

聞かせください。 

 それからもう一点は、市民税にかかわって年少扶養

控除が廃止になって１億7,000万の増税負担増になっ

ておるということですが、そうすると年少扶養控除の

廃止に伴って、住民税が非課税の人が課税になる、あ

るいは増税になるということに伴って、保育料とか国

保とか、そういう他の制度へのかかわりといいますか、

いわば市民からすれば負担増の影響は出ることになる

のか、それとも何か軽減措置があるのかどうか、その
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点をお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  法人市民税の関係でござ

いますけれども、この補正で3,000万減という内容に

なってございます内訳でございますが、震災の影響に

よりまして、法人税割について減額が見込まれるとい

うことでの補正減ということで、たばこ税の直接の関

連はないというふうに理解してございます。 

 あと年少扶養控除の廃止の関係、委員ご指摘のとお

り、24年度から廃止ということでございまして、ご指

摘ありましたとおり１億6,000万ほど市民税において

は増になるということがございまして、当然に委員指

摘のような事態が生じるのではないかというふうには

思っておりますが、個々の保育料とかについてはちょ

っと、うちのほうではとらえておりませんので、ご了

承願いたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  砂子健康福祉部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  今、ご質問いただきま

した年少控除廃止に伴う保育料への影響でございます

が、この保育料につきましては年少控除があったもの

として計算して算定しているというものでございまし

て、この影響はないというものでございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  そうすると、たしか昨年の税制改

正で法人税が引き下げになってますよね。そしてそれ

の振りかえ措置として、たばこ税で加配するんだと、

そういう措置が取られたと思うんですが、その関係は

数字的にはこの意味合いがちゃんとなっているのかど

うか。数字上も含めて改めてお聞かせください。 

 それから、今の年少扶養控除の関係ですが、そうす

ると保育料については影響がないということでしたけ

れども、そのほかの医療費の自己負担のかかわりとか

国保税の問題とか、制度的には結構20くらいの制度へ

の波及があるということですが、今答弁された保育料

と同じように、影響を遮断するんだというのは保育料

以外でありますか、お聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  初の質問でございます

が、数字的には捉えてございませんけれども、そうい

う趣旨だと思っております。 

○委員長（大沢俊光君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  資料を取り寄せてか

らご答弁させていただきたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  そうすると、結論的に言うと子ど

も手当をつくるんだと、高校の授業料もただにするん

だと。だから、年少扶養控除、特定扶養控除を廃止な

いし縮小するんだというのが、これまでの政府答弁だ

ったと思うんです。 

 ところが、結果として資料もいただきましたけれど

も、今の年少扶養控除で当初より膨らんで１億7,200

万が負担増になると。特定扶養控除も含めれば１億

8,000万を超える負担増になると。そしてかつ、子ど

も手当というのは、当初のあれで２万6,000円でした

か、それが１万3,000円になって、それが今度は１万

円までになると。結局、もとの児童手当に若干１万

3,000円ありますけれども、プラスマイナスすれば何

のことはない、市民サイドからすれば負担増だけが残

ったということになるのではないでしょうか。どうで

すか。 

○委員長（大沢俊光君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  制度の趣旨と申しますか、

年少扶養控除を廃止して、その財源をもって今回、子

ども手当に財源を振り向けるという趣旨でございます

ので、結果的にそういう乖離が生じているということ

は、ちょっと税務課サイドでは理解しておりませんけ

れども、制度はそういうことで成り立っているという

ふうに理解しております。 

○委員長（大沢俊光君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  年少扶養控除にかかわって

の国保とか保育料等、もろもろに負担増になるんでは

ないのかというふうなご質問でありますけれども、今、

中務税務課長のほうからもご答弁申し上げております

が、結果的にはやっぱりそういう方向になるのかなと

いうふうには思っているところでありますので、ご理

解をお願いしたいというふうに思います。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  17ページ、法人市民税と固定資産税

のことについてですが、一つは不納欠損、両方ともあ

るわけですけれども、法人の場合における不納欠損を

行う場合、どのような場合に該当しているのか、その

基準をお願いしたいと思います。 

 それから、不納欠損の明細はどのようになっている

かと。 
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 それから、もう一つは森のトレーにかかわる分です

が、法人市民税とか固定資産税のこれまでの課税状況

と納入状況についてお伺いをしたいと思います。 

 それから、その固定資産税にかかわる分で森のト

レーの土地等が売却されたわけですが、その売却まで

の間の税金の滞納分の扱いはどのように行われたのか。

そこの分についてお伺いします。 

○委員長（大沢俊光君）  皆川収納対策課長。 

○収納対策課長（皆川隆夫君）  まず、私のほうから

法人市民税の不納欠損の基準についてお話をいたしま

す。 

 不納欠損につきましては三つございまして、法の第

18条にありますとおり、５年の時効による債権の消滅、

それから執行停止３年、それから執行停止期間中に徴

収権が消滅したもの、この３通りございます。法人市

民税の不納欠損につきましても、個々の調査をいたし

まして、例えば解散をしたもの、または財産を失った

ものと徴収する上で不納欠損が妥当と認められたもの

については不納欠損してますし、資力の回復が認めら

れる場合においては、執行停止ということで対応して

いるところでございます。 

 それから、法人の内訳でございますけれども、法人

市民税につきましては、平成23年度で件数として17件

不納欠損している状況でございます。 

 以上でございます。 

 森のトレーに関しましてのご質問でございますが、

こちらの事案につきましては、個人情報にかかわりま

すのでご答弁を差し控えさせていただきたいと思いま

すので、ご理解をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  先ほど小野寺委員に

答弁保留した件についてご答弁申し上げたいと思いま

す。 

 医療費の個人負担分について、年少扶養控除が影響

があるのかどうかというご質問だったというふうに思

いますが、その部分については影響はないものという

ふうに捉えておりますが、国保税自体については影響

があるものというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  答弁をお願いした分で、資産売却時

におけるこれまでの税金の滞納状況、それはどのよう

になったのかということをお伺いしたんですが、まだ

答弁がなかったわけですけども。 

 あと、森のトレーの分について個人情報というふう

におっしゃいましたが、個人情報保護法は生存する個

人に関する情報についての法律で、この法人は該当し

ないのではないかと、私はそのように理解をしている

んですが、法人の場合でも該当するということでしょ

うか。 

 それから、あと不納欠損等にかかわって会社等が解

散をした場合というご答弁があったわけですけれども、

森のトレーなんかも今現在、休業といいますか休止と

いいますか、全く活動してないというふうに思うんで

すが、組合を解散すればもう不納欠損、債権回収不能

という形になるのかどうか、どのようにお考えなのか

お伺いします。 

○委員長（大沢俊光君）  皆川収納対策課長。 

○収納対策課長（皆川隆夫君）  まず、森のトレーの

情報公開の件についてお話をしたいと思いますが、情

報公開条例には当たらないという委員のご判断のよう

でございますけれども、我々徴収サイドとしては徴税

吏員という別の身分がございます。その中で秘密の保

持ということが規定されておりますので、この関係で

ご答弁を申し上げられないということでご理解をお願

いしたいと思います。 

 あと、次に解散をした場合、森のトレーが解散をし

た場合どうなるのかというお話でございましたけれど

も、これは森のトレーにかかわらず一般論としてお話

をさせていただければ、解散をして、なおかつ財産が

残らないと、それで実態がない、代表者もなくなると

いうことで、まず法人として存在をしなくなるという

ような状況にあれば、それはいわゆる不納欠損として

の対象として扱うことが妥当だということの判断にな

るかと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  固定資産税にかかわる分で、森のト

レーの資産売却時の取り扱いの分については、お答え

になっていませんよね。資産売却時にそれまで税金が

課税されていて納入されていないものというふうに理

解しているんですが、その滞納分の扱いはどのように

なったのかということです。 
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 それから、個人情報の部分にかかわってですが、個

人情報だから回答できないというのについては理解が

できません。徴収関係のやつで、ここで明らかにでき

ないというのであれば、その分は理解をするわけです

けれども、先ほどの資産売却時にかかわる部分につい

てはお願いします。 

○委員長（大沢俊光君）  皆川収納対策課長。 

○収納対策課長（皆川隆夫君）  今、委員ご質問にあ

った点をちょっとご確認をさせていただきたいんです

が、森のトレーの財産、それが例えば売却それから任

意売却もあります、強制売却もあります。そういう点

について、されたときはどうなったかというようなご

質問の趣旨でよろしいんでしょうか。 

 任意売却または強制売却をされた場合につきまして

は、一応、任意売却の場合は実態がわかると差し押さ

え、あればです。それから強制売買の場合は競売され

ますので、裁判所のほうにうちのほうから配当の申し

出をして、それによって順位配当が来るというような

手順になります。 

 例えば、民間で優先される債権があって、そちらの

ほうに行く場合については配当が来ない。ところがそ

ういうものがなければ、請求した分の配当が来るとい

うようなことが、一般的な配当のあり方でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  そうすれば、資産が売却された段階

で納税はされているというふうな理解でよろしいでし

ょうか。 

○委員長（大沢俊光君）  皆川収納対策課長。 

○収納対策課長（皆川隆夫君）  それにつきましては、

個々の案件になりますので、繰り返しになりますが、

内容については私のほうからご答弁できませんのでご

理解をお願いをいたします。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  ここの場での答弁はできないという

ことですが、そうすれば監査委員のところでは、きち

んとそういう状況は把握はしていると、そういう理解

でよろしいでしょうか。ここの場では公表はしないこ

とであっても。 

○委員長（大沢俊光君）  石渡監査委員。 

○監査委員（石渡高雄君）  ただいまの質問ですけれ

ども、私どもは今回の件についてそこまで事務局から

ただしたわけではございませんので、今の段階ではわ

からないということで。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  今の段階ではわからないということ

ですが、そうすれば後日ただして、そこの分は当然確

認はできるという理解でよろしいでしょうか。 

○委員長（大沢俊光君）  石渡代表監査委員。 

○監査委員（石渡高雄君）  必要によっては私どもは

聞きますけれども、例えば事務局のほうから今のよう

な答弁されれば、それ以上は突っ込めないということ

になると思いますが、同じじゃないでしょうか、監査

委員としても委員さんにしても。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  今の分について、ここの場で質問を

して答弁をするということは、世間一般に公表される

ことと同じというふうに私は理解をして、そういう形

ではできないということで、それは理解するんですが、

ただ、監査委員のところではしっかりとその分を見て

いただいて見たと。ただ、公表するわけにはいきませ

んよと。きちんと確認ができたというような報告をい

ただければ、例えばここの部分について私は了解がで

きるわけですが、公表はしません、監査委員もわかり

ません、見ませんということで認定をしていただきた

いというのについては、ちょっと理解をしかねるわけ

ですが、当局のほうのお考えをお伺いします。 

○委員長（大沢俊光君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  先ほど課長からもご

答弁申し上げておりますとおり、個人情報に該当する

ということで、この場では説明できないということで

ご理解いただきたいというふうに思います。 

○委員長（大沢俊光君）  石渡代表監査委員。 

○監査委員（石渡高雄君）  それでは、今明確に回答

できますとは言えませんけれども、私どものほうで担

当課のほうに確認いたします。あとで、この委員会の

席でご説明申し上げます。それではだめですか。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷さん。保留でいいでし

ょう。他に、畑中委員。 

○畑中勇吉委員  17ページの市民税の滞納の関係、整

理の関係で特殊事情の滞納整理が行われたと、こうい

うふうなことなようなんですが、その点、どういう内

容だったかというのをお尋ねさせていただきます。 

 それから、関係部局の連携、これは例年では監査の
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ほうから指摘がされておるんですけれども、どのよう

な取り組みをおやりになっているのか。また、課題は

どのようなのかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  皆川収納対策課長。 

○収納対策課長（皆川隆夫君）  ご質問にお答えをし

ますが、特殊事情の滞納整理ということで、これは法

の15条第７項の５項の執行停止による消滅ということ

でご答弁をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 執行停止による消滅の内容につきましては、いわゆ

る即時消滅の規定ということで、地方税法の第15条の

７第５項で、無財産により滞納処分の執行を停止した

場合において、徴収金を徴収することができないとい

うことが明らかであるときは、納入またはそれから納

付の義務を直ちに消滅をさせるという規定がございま

す。ここの規定で特殊事情ということで、ご質問いた

だいたと思います。 

 まず、執行に当たりましては動産、不動産、預貯金、

各種保険等の財産調査及び必要に応じましては捜索等

を実施いたしまして、換価価値のある財産等がないこ

とを確認をいたしまして、さらに資力の回復が明らか

に期待できない状況であると認められる事案について、

この項の規定に基づいて即時消滅をしたものでありま

す。23年度に15件、139万ほど、これの規定に基づい

て欠損している状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  皆川収納対策課長。 

○収納対策課長（皆川隆夫君）  すいません。失礼を

いたしました。他の部局との連携でございますけれど

も、収納またはそれから保育料、それから給食費等も

ございますので、徴収サイドとしては、一体となって

連携をもって情報交換等をして収納率の向上に努めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  23年度に3・11被災によりまして、

法人も大きな影響を受けた、被災した企業も多数ある

状況にあります。そういう中にあって、市として例え

ば市民であれば国保税の減免等、そういった減免措置

もあるわけですけれども、法人については法人市民税

等の減免措置はないというふうなことで今日に至って

おります。 

 企業における減免措置として考えられるのは、税と

しては何かということと、いずれ被災した企業がなか

なかな立ち上がれない状況で１年間推移をしながら税

はきっちり取るということは、どうも何かすっきりこ

ないんです。 

 そういった意味での減免措置について、いろいろ議

論した経緯があるのかどうか、お聞かせ願いたいと思

います。 

○委員長（大沢俊光君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  ただいまのご質問でござ

いますが、法人市民税の減免の関係でございますが、

3・11の震災を受けまして新たに特化した規則を制定

したわけでございますけれども、その前の減免規則等

においても、法人市民税につきましては法人税割の部

分については、その年度で精算になるというか、企業

所得自体が下がると納税する額も下がることから、減

免の必要はないといいますか、薄いということでの法

人税割についての減免措置はございませんし、均等割

につきましては、均等割の趣旨から申しましても、広

く負担していただくということでございますので、均

等割については、そのまま納めていただくと。個人市

民税についても、均等割についてはそのとおりでござ

いまして、震災に遭ってもその分については納めてい

ただくという趣旨でございますので、繰り返しになり

ますけれども、法人についてはその年において減免に

相当するような収入減があった場合は精算できるとい

う考えでの制度でございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  課長の説明はわかるんです。わかる

んだけれども、私とすれば、やはり税務課長の答弁、

それなりの事務レベルの答弁なんだけれども、やっぱ

り被災した市民であれ法人であれ、均等割については

趣旨からいって妥当だというようなことなんだけれど

も、いずれこの被災法人に対する市の、しからば応援

措置というのか、そういうのが何かあったのかという

ことをお聞かせ願いたい。 

○委員長（大沢俊光君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  法人市民税については先

ほど説明したとおりでございますが、固定資産税の部

分で土地なり建物、あとは償却資産等被災した場合は

減免しております。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 
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○小倉建一委員  16ページ、鉱産税についてですが、

調定、予算は14万5,000円、これに５倍ぐらいの60万

という収入があるわけですが、何件かあるかと思いま

すが、会社名をあるいは個人名をお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（大沢俊光君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  23年度の申告納税者は東

立鉱業でございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  保留中の答弁を残して質疑

を打ち切ります。 

 ２款地方譲与税、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 ３款利子割交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 ４款配当割交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 ６款地方消費税交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 ７款自動車取得税交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 ８款地方特例交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 ９款地方交付税、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。 

 交付税の算定に当たって、基準財政需要額と基準財

政収入額ですか、その関係ですが、需要額の算定にあ

たって、たしか一昨年から段階補正の見直しといいま

すか、かつて小規模自治体がなかなかに財政運営が大

変な状況に追い込まれたのがあったんですが、やっぱ

りそれではうまくないということで、標準自治体の規

模を10万人として、それ以下の自治体も立ちいくよう

に段階補正の修復、回復措置がとられて今日に至って

いるというふうに思うんですが、久慈市においてそれ

がどういう形で是正措置といいますか、数字上どの程

度上がっているのか教えてください。 

○委員長（大沢俊光君）  浅水財政課長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  ただいまの段階補正のご

質問に対してお答えいたしますが、交付税の算定につ

きましては、委員ご指摘のとおり基準財政需要額、収

入額という差額の中でされておるわけですが、その中

で段階補正というふうなことで数字的にということで

ございましたが、現在、数字を明確に捉えてはおらな

いわけですけれども、いずれ当市のような自治体モデ

ルといいますか、そういう全国の比較した類似の中で

算定されているということで、ご指摘のありました中

小自治体も立ちいくようなというふうなところでの財

政効果は発現されているというふうに捉えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 10款交通安全対策特別交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 11款分担金及び負担金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 12款使用料及び手数料、質疑を許します。畑中委員。 

○畑中勇吉委員  25ページの各センターの利用者数が

減ってるようなんですが、大体人数でトータルでどれ

ぐらい減っているのかお伺いしたいと思います。 

 それから27ページの学校施設、学校開放屋外運動場

の照明施設なんですが、学校施設の照明の分はどうい

う内容なのか。また、学校開放の関係で４校ですか、

どれぐらいの利用時間数になっておるのかお尋ねした

いと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  まず、私のほうから学校

開放の照明施設の利用状況についてお答えしたいと思

いますが、まず、照明施設のある学校は４校でござい

まして、順次申し上げたいと思いますが、久慈中学校

は日数が20日で時間数として23時間です。利用人数と

しては延べ479人。長内中学校は17日の34時間の430人。

大川目中が18日36時間994人。山形中が58日105時間

834人。これ23年度の実績でございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  農村センターの利用人数

ということですが、これは資料を取り寄せてご答弁し

たいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  失礼いたしました。学校

施設の３万347円の内容につきましては、これは各学

校にあるプールの使用料と、あとは教員住宅の貸し付

け使用料も一部入ってございまして、内訳を申し上げ

れば、ちょっとお待ちください。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  農村センターの使用状況

についてお答えいたします。 

 まず、農村環境改良センターでございますが、平成

23年度は使用料で２万7,920円、利用者数は98件でご

ざいます。 

 次に、大川目農村センターでございますが、使用料

で５万5,360円で会場使用者数が136件でございます。 

 次に、ふれあい交流センターでございますが、使用

者数が67件となっております。 

 侍浜農村センターにつきましては26件となってござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 13款国庫支出金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 14款県支出金、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  いわゆる緊急雇用が23年度、いろい

ろやられたわけですけれども、決算書でなかなかこれ

が緊急雇用だというのが、歳出の中身が見えてこない

んです。これが緊急雇用ですって書かれてないんです。

歳入のどこで総体的に緊急雇用の費用が措置されてる

のかも見えてこないんで、この辺で聞かないと聞くと

ころがないんですが、緊急雇用の全体の額とそれがど

ういった形でどこで歳入で措置されているのかをお聞

かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  緊急雇用の関係での

歳入の部分は39ページのところの労働費補助金という

ところに、緊急雇用創出事業とふるさと雇用再生事業

ということで、歳入の分が記載されてございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、ここの説明では二つ

緊急雇用創出事業とふるさと雇用再生事業とあります

が、これは両方緊急雇用と理解していいのか、この上

のほうの緊急雇用創出事業６億2,800万、これがいわ

ゆる緊急雇用の費用だというふうに理解していいのか

お聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  いわゆる緊急雇用創

出事業という名称のもとになりますと上の部分、しか

しながら、ふるさと雇用再生特別交付金の部分、これ

につきましても緊急雇用と同じように事業を実施し雇

用しているということですので、総体的にごらんいた

だければと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 15款財産収入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 16款寄附金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 この際、先ほどの歳入の１款での答弁がございます

ので、答弁を求めます。石渡監査委員。 

○監査委員（石渡高雄君）  大変申しわけありません

でした。先ほど事務局のほうで確認いたしました。そ

れで、確認はいたしましたし、事務処理上問題なく処

理されておりますことを確認しました。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  17款繰入金、質疑を許しま

す。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 18款繰越金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 19款諸収入、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  森のトレーにかかわって過般の一

般質問でも出たわけですが、何回聞いても背中のかゆ

みを服の上からかいているようで、なかなかにしてわ

からないので、改めてお聞かせをいただきます。 
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 そこで、林業構造改善事業補助金返還金ということ

なんですが、この適用の法律は商法ですか民法ですか、

その適用法律は。まずはそこをお聞かせください。返

還を求めてる、商法を使って請求しているのか、民法

の定めに基づいて請求しているのか。まずそこを教え

てください。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただいまのご質問にお

答えを申し上げます。 

 時効成立は何の法律が適用になるんだというご質問

だったと思います。お答えを申し上げます。これには

諸説が二つございまして、私どものほうもどちらが適

用になるかということで、弁護士からご指導をいただ

いてございます。 

 結論を申すならば、二つの諸説いずれかは判断でき

かねるということでございました。ただ、特別法、地

方自治法でございますが、これで行くと５年、民法、

一般法が適用になるのであれば10年、それで弁護士か

らご指導いただいている点は、当然短いほうというこ

とで捉えておくべきであろうと、私もそのように考え

ているものでございます。 

 それで、あとちょっとつけ足すならば、弁護士のほ

うはこのような考えはありますということなんだけれ

ども、実際に法で争うのであれば、司法判断というこ

とでございました。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  そうすると商法の５年の時効を前

提にしているということですね。それじゃ、次にこの

時効中断の措置です。三つありますね、請求、二つ目

には差し押さえ、仮処分とか、三つ目には承認、この

三つが時効中断の手段、方法ですよね。 

 そこで、今回時効中断はこのうち何をもって適用し

てるんですか。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  この時効中断にかかわ

っても、弁護士のほうからご指導をいただいてござい

ます。それで、債務者であるいわて森のトレー生産協

同組合が、市に債務を保有しているという確かなもの

が文書等で提出があれば、それで時効が中断になる。

そのようなご指導をいただいておりまして、組合のほ

うから報告書をいただいて、現在時効中断をしたとこ

ろでございました。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  わかりました。そうすると、承認

という部分になるんですが、そうすると過般の議会で

も債務者と定期的に会って話し合っているということ

でしたけれども、今答弁された文書は、毎年書いても

らっているんですか。それとも 終的にそれを文書で

債務があるということの文書を、 新はいつの日付に

なっていますか。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  組合のほうから 終に

提出いただいた日付は、23年２月１日付でございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  私も今の森のトレーにかかわってお

伺いしますが、時効中断中ということなわけですが、

先ほども税務担当者等からは法人が解散になれば、そ

の権利も中断になるような、中断というか消滅するよ

うな話で聞いたわけですが、このトレーについては解

散の動きがあるかどうかをまずお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（大沢俊光君）  中新井田農林水産課長。失

礼、林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  トレー組合の解

散についてのご質問でございますが、まだこういう話

は正式には聞いておりませんが、そのようなことも考

えたいという話は伺ったところでございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  そういうことで、いつになるかわか

んない状況なわけですが、解散になった場合には、こ

の補助金の返還金についても消滅が来るというような

ことで考えていていいわけかどうか、お伺いしたいと

思います。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  今の解散というか、組

合を清算ということで、課長がそのようにお答えした

わけでございますが、組合には少なくとも市に対して

債務を有してございます。それで、単純に解散するこ

とは法上できません。 

 何が確定しなければならないかというと、組合とし

ての債権債務を確定して、そしてそれを始末してから
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でなければ、解散できないことに法上なってございま

す。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  念のために確認しますが、法上解散

できないということですが、何法かお伺いしたいと思

います。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  いろんな方法があると

いうふうには、弁護士のほうからお伺いしてございま

す。その中の一つとしては、組合を清算するというこ

とになろうかと思います。 

 ちょっとお時間をください。 

○委員長（大沢俊光君）  ちょっと保留いたします。

髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  それでは57ページの 上段、久慈

市史頒布代金というのがあるんですけれども、たしか

久慈市史、昭和59年ですか出版されまして、もう28年

ぐらいたっているわけでございますけれども、現在も

こういう形で頒布されているということでございます

が、これはどういう形あるいはどういうルート、そう

いうので頒布しているのか。あるいは、それは有料な

のか無料なのか、恐らく去年もこういうふうな形で頒

布しているということは、来年もまた同じぐらい頒布

されるんだろうというふうに思います。今まで出版さ

れて、この久慈市史に関しては何部ぐらいさばかれて

いるのか。 

 それから、久慈市史に関して言えば、これは我々が

貴重な資料として読んでる分には大変勉強になるわけ

でございまして、そのいろいろな中にあっては、諸説

入り乱れているわけでございます。それはそれで結構

なわけでございますけれども、仮にこの久慈市史を例

えば執筆された方、あるいは監修された方、そういう

ような方々が我々のような一般の読者じゃなくて、執

筆された方とか監修された方々から、もしこの久慈市

史のある一部について間違いというような認められる

ようなものがあったというような場合には、これに対

する対応というのはどういうことなんでしょうか。何

らかの形でその部分を訂正をしたりするというような

措置というものはなされるもんでしょうか。 

○委員長（大沢俊光君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  久慈市史の件についてのご

質問にお答え申し上げますが、私から市史編さんが終

了して、それで頒布をしていると。その後にその市史、

要するに史実に誤りがあったといった場合には、どう

対応するのかというご質問だったというふうに理解し

ているわけですが、それについては、市史編さんは市

史編さんとして、それはそれとして一旦終了しておる

ということでございます。 

 今後、これからも先にそういった史実が改めて明ら

かになってきたといったことについては、それはまた

新たなものとして、市史に変更を加えるとか新たな行

為をしていかなきゃいけないだろうというふうに思っ

てございます。前のものを修正するとか、そういった

ところについては、それは措置はしないというふうに

考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  この久慈市史の頒布につ

きましては、久慈市立図書館にも置いてるわけでござ

いますが、図書館を通じて頒布している状況でござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  有料でございまして、こ

の３万2,000円につきましては、１巻、２巻があるわ

けでございますが、１巻4,000円、あるいは２、３巻

5,000円、そして４、５、６巻１万2,000円と、そうい

った内容の３万2,000円でございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  久保図書館長。 

○図書館長（久保司君）  それでは、久慈市史頒布金

に係る販売された冊数等についてご説明をしたいと思

います。 

 平成23年度におきましては、７冊で３万2,000円に

なっております。これは第１巻が３冊4,000円、第２

巻が１冊5,000円、第３巻が３冊5,000円、合計で３万

2,000円となっています。 

 また、22年度前年におきましては９冊が販売とされ

ております。 

 販売方法等につきましては、各久慈館及び山形館等

においてチラシ等を管内に掲示し、販売を告知してい

るところであります。 

 以上です。 
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○委員長（大沢俊光君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  質問の仕方が悪かったかもしれま

せんが、28年間総体でどれくらいさばかれているのか、

出版されているのかと、そういう意味です。 

○委員長（大沢俊光君）  久保図書館長。 

○図書館長（久保司君）  大変失礼いたしました。現

時点では、全体の販売冊数等についての資料がござい

ません。今後、調査というか集計等を明確にとり、管

理運営をしていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  57ページですが、公立文化施設活性

化計画策定支援事業で34万3,000円なんですが、この

内容をお聞かせください。 

 それからもう一点は、岩手北部環境組合負担金返還

金が141万報告されております。歳出の決算では1,631

万7,000円の決算になっておりますけれども、その分

について言うと、今事業が始まっていませんから、人

件費とか事務費、割合出てると思うんですが、どの部

分での返還金なのかお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  小田社会文化課長。 

○社会文化課長（小田一君）  ただいまの公立文化施

設活性化計画策定支援事業についてお答えいたします。 

 これは、久慈市文化会館と旧山形村の山村文化交流

センターおらほーるの活用に向けた計画を策定するた

め、財団法人地域創造の地域メニューを活用し、第２

次久慈市文化会館活性化計画を策定したものでありま

す。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  先ほどの小倉委

員のご質問に答弁保留していましたので、お答えいた

します。 

 根拠法は中小企業等協同組合法の解散または清算と

いうふうなことでございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  そうしますと、いずれ返還するまで

はこの返還金は消滅しないということで理解してよろ

しいかお伺いしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  返還金の消滅で

ございますが、これは時効を中断している５年の間は

消滅しないということで考えております。 

○委員長（大沢俊光君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  私のほうからは、岩

手北部広域環境組合負担金返還金141万円の件につい

てご答弁申し上げます。 

 これにつきましては、平成23年度の歳入に入ってき

ておりますけれども、平成22年度末におきます人件費

等の調整の結果、差額分が生じた結果、この141万円

が久慈市に戻されたものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  この第２次の活性化計画をつくった

んだということですが、その年数、主な内容がわかれ

ばお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  小田社会文化課長。 

○社会文化課長（小田一君）  計画の期間でございま

すが、平成24年度から平成26年度までの３年間でござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  いわゆる芸術監督が今回変わったわ

けですよね。そのかかわりもあるかと思うんですが、

従来の芸術監督との違いといいますか、そのこともこ

の３年間の計画の中に取り入れられているのかという

ふうに、どのようなことになっているのかお聞かせく

ださい。 

○委員長（大沢俊光君）  小田社会文化課長。 

○社会文化課長（小田一君）  この計画の中には、芸

術監督がかわられたと、そういった部分については触

れられておりません。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  その考え方なり３年間の計画の中身

というのは、そうしますと基本的にこういうふうなこ

とをやってるよという、私たちにはその資料が配付さ

れないのでわかりませんので、後日いただきたいと思

いますが、どのような主な中身になっていますか。 

○委員長（大沢俊光君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  先ほど課長が申し上げた

とおりですが、基本方針を三つ掲げてございまして、

まず一つ目が市民の参画と協働というふうなことでご

ざいます。二つ目が地域に根差した芸術文化活動、三
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つ目といたしましては、市民の主体的な活動の奨励に

よる人材の育成というふうなことを基本方針に掲げま

して、それらを具体化するための目標、具体的な目標

をさらに定めているわけでございますが、まず、先ほ

ど永峰新館長のもちろん監修なりご意見を伺って立て

たわけでございまして、特に永峰館長は地域社会との

連携といいますか、地域と密着した芸術活動をしたい

というふうなことを申しておりまして、そういったこ

とを取り入れて進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  先ほどトレーの件で、中断から５年

と言いましたが、何と聞いたかよくわかんなかったん

ですが、もう一回我々もわかるようにひとつ答弁をお

願いしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  お答えを申し上げます。 

 弁護士からご指導いただいて、時効の中断を図って

ございます。それで、時効の中断といたしましては、

組合のほうで市に債務がありますという申し出といい

ますか、確かに債務を有してございますということを

文書等で提出があるならば、時効中断になるとご指導

をいただいてございます。その文書は、23年２月１日

付で市のほうに提出になってございますので、そこで

一旦時効中断をいたしました。それで、時効の成立は

諸説ありますけれども、 短の短い期間で５年という

ことがございます。それを弁護士のほうからいただい

てございますので、この５年間の間に中断をかければ、

時効は成立しないと。それで、今現在時効中断をしよ

うということで、組合と折衝しているものでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  そうしますと23年、いつから５年間

過ぎれば消滅するということも考えられるということ

でいいのかと、もう一つはそれ以前にもう８年か10年

ぐらいたっているかと思いますが、その間の関係はど

うなっていくのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ２点でのご質問でござ

います。 

 先ほど来お答えしておりますが、時効が成立になる

短、いろいろな説がございますけれども、 短の時

効成立期間は５年という説がございますので、この間

に中断をかければ、またそこから５年、また中断をか

ければそこから５年、そういうふうなもので時効は成

立しないというものでございます。 

 あと、この森のトレーの事案は、平成13年操業して

１年後には事業を中断したわけです。そこからもうか

れこれ10年あるので、中断がかかっているのかという

ご質問の趣旨だと捉えました。これには中断がかかっ

てございます。確かにそのものは、例えば司法判断等

いただいた点もございまして、そこで中断はかかって

いる。そのようなものでございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  どうも心配な点がありまして、この

法人が解散、清算した場合に、私は請求権がなくなる

んじゃないかなという気がしますが、再度確認したい

と思いますし、もう一点はこれまでに返還金あるいは

裁判費用等を市で支出しているわけですが、その総計

は幾らになるかをお伺いしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  たびたび同趣旨のご質問をい

ただいておって、我々も真剣に答えているわけですが、

ぜひ他の委員の方々が質問されたことに対する答弁、

このことを念頭に置きながらご質問いただけませんと、

同じことのご質問がどんどんどんどん重なっていって

しまう。そういうことでありますので、委員にはその

点、十分にご配慮いただきたいと思っております。 

 それで、清算については、先ほど来答弁をしている

ところでありますので、よろしくご理解をお願いしま

す。 

 金額等については部長から答弁させます。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  確かな数字を持ってま

すので、確認の上お答えいたしたいんですが、訴訟費

用として私の記憶だと1,000万を超えてあった。それ

を県と市で７対１の割合で負担すると、そのような考

え方に立ってございます。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  今の部長の答弁を聞いてたら、私ば

かなもんだから確認の意味でお聞かせを願いたいんで

すが、時効の中断というのは中断ですよね。つまり時
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効がなくなると私は理解する。ところが部長の答弁は

期限つき中断というふうに私は捉えたんだけども、こ

の５年、５年、５年という確認、債務がありますよと

いう確認書類があって、それがあると５年期限が中断

する、時効が中断する。また５年後に確認書類をとっ

て、そこからまた５年中断するというようなことで、

何か期限つき中断というのが時効にあるのかなという

のが素朴な質問ですが、もう一度お願いします。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  私の説明が悪くて大変

恐縮でございます。 

 時効というものは、何年間たてば、例えばこの場合

は市の債権が消滅する、その期間、そのスパンがこの

場合、私はいろんな説があるんだろうけれども、５年

と捉えているところでございます。 

 それで、その５年間の間に時効を中断するならば、

中断した日からさらに時効が成立する期間を５年とい

うものが発生する、そのようにご理解をお願いいたし

たいと存じます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  部長が答弁したのは、商法において

５年、 短で５年だと。あるいは10年という説もある

と、これはさまざまだと。そういう中にあって、これ

は債権に対する請求権等をはじめ、そういう確認書あ

るいは覚書というのか、確認書というのかな、そうい

うのがあってもなくても時効は５年で捉えるんだよね、

説明は。そこで時効を中断するために確認書が必要で、

いずれ５年、５年、５年というときに、23年２月１日

の確認書でありますので、そうすると次に時効を中断

するためには、５年後の28年に確認書があるとまた５

年延びるということでよろしいですか。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  本当に説明が悪くて恐

縮でございます。 

 今、濱欠委員さんおっしゃったとおりでございます。 

 それから、先ほど保留した件についてお答えしたい

んですが、よろしいでしょうか。 

○委員長（大沢俊光君）  はい、どうぞ。 

○農林水産部長（村上章君）  すいません、再度保留

させていただきます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  市長から同じような質問をするなと

苦言があったんですけど、ちょっと私、市民のレベル

というか法律のレベルじゃないのでちょっとお聞かせ

願いたいんです。 

 ずっと聞いていると、始末をしない限り解散はでき

ないという、組合解散はできないという答弁ありまし

たね。今たしかこの組合の理事は３人しかいないと思

うんですよ、みんな辞めて。解散はできないが、人間

の命は限りがあるんです。不幸にして３人とも理事が

亡くなった場合はどうなりますか。お聞かせください、

まず。 

○委員長（大沢俊光君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  解散については、部長のほ

うから答弁申し上げているとおり、いろいろな諸条件

がございますので、なかなかに組合の解散はそう簡単

にできないというふうなことであります。 

 市とすれば時効中断等の問題もありますけれども、

いずれ組合と市と債権関係があるんだというふうな確

認については、毎年きちっとこれは取り交わしをして

いくと。そういう中にあって、やはり返還に向けて

大限の努力はしていくというふうな覚悟でございます。

そういうふうなことから、たしかにおっしゃるとおり

理事は３人でありますけれども、不幸にして亡くなっ

たということは、現在のところはそこは想定をしてお

りませんので、いずれ債権回収には全身全霊をかけて

努力をしていくというふうなことでありますので、そ

こはご理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  亡くなることを想定しなくて結構で

す。一般論としてどういうことなのかという部分を、

まずお聞かせください。 

 それともう一つは、やはり同じ人間が片方は組合の

人間、森のトレーの組合のですよ。片方は違う会社の

人間、二つ持ってるんです。市民から両方見えてるん

ですよ。確かに法的には他の違う法人の形ですから、

そちらには請求できないんだけれども、しかしその理

事の方も農地を購入したり、さまざまな財産を購入し

たり、もう利益を上げているわけです。そういった中

で市民から見たときに、本当に解せないんです。確か

に法律もあって、組合はもう財産も何もない中で、皆

さん、市当局は努力します努力しますって答弁が返っ
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てきますよ。しかし、組合の財産はもう既に転売にな

って、銀行から差し押さえられてなくなっている状況

ですよね。どうやってそこから取るという、取れると

いう考えを持っていますか。別会社でもうけている個

人に対して、あなたもうけてるんだから出しなさいて

言えるのかどうか。市民の皆さんはそういうふうに言

ってますよ。しかし、なかなか法律上できないのかな

と私は思うんですが。だから市はずっと答弁で努力し

ます努力しますって、ずっともう10年を経過しようと

してますけれども、しかも財産が転売されて、もうあ

そこは違う方がもう操業して新しい企業が始まってい

る状況の中で、副市長は一生懸命頑張りますという答

弁が返ってきますが、なかなかにしてむなしい答弁に

しか聞こえないんですが、同じ人間の片一方の手から

取る方法はないのかどうか、秘策があったら教えてく

ださい。 

○委員長（大沢俊光君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  確かに城内委員ご質問のと

おり、既に10年過ぎているわけでありまして、これら

については、やはりなかなか進展してないという部分

については、真摯に受けとめざるを得ないというふう

なことでありますけれども、おっしゃるとおり、理事

の方々でありますけれども、一方では別の顔も持って

いらっしゃるというようなことも承知しておりますし、

そういう点については市民の皆さんのやはり理事の方

に対する捉え方というのも、それはわかります。わか

りますし、私としても非常にそういう部分では不満と

いいますか、ある面では憤りの部分もあるわけであり

ますけれども、そういうふうな中にあって、いろいろ

な法的な制約もあることも事実でございます。私も何

回か組合側の理事とお会いをしながら、いずれ何とか

回収に向けて話をしておりますし、それから一気に全

額ということではなくても、それなりの返済というこ

とは、やはり当然求めていかざるを得ないというふう

に思っていますし、そういうふうなことでも理事者側

とは組合側とは私もお会いしながら、いずれそういう

秘策ということを言われましたけれども、なかなかに

いい秘策というのも、法に基づいて請求していること

でございますので、そこは向こう側のやはり誠意とい

うことも示していただきたいというふうなことで、現

に私も彼らとお会いをし、そしてそういう点での話し

合いをしているところでございますので、そこはご理

解をいただきたいというふうに思います。 

 一般論としまして、亡くなったということでござい

ますが、これはなかなかに一般論でも、相手の方々が

亡くなったということでの答弁というのは、微妙なも

のでありますので、そこはご勘弁をいただきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  訴訟費用にかかわって

県と市が負担した金額でございます。総額で1,311万

7,899円でございます。このうち県と市が７対１の割

合で負担してございますので、市の負担額は163万

9,734円でございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  返還金含めての総額、総計で幾らか

ということでの質問しております。総額。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  失礼をいたしました。

今のが訴訟費用に対して163万程度負担していますと

いうことでございます。あと、県が国に補助金の全額

を返還してございます。それに伴っての負担額を申し

上げたいと思います。5,329万6,000円でございます。

これがこの組合に対して市が負担しているトータルの

数値でございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 20款市債、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、歳入の質疑を終わります。 

 次に、歳出、１款議会費、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 ２款総務費、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  何点かお聞かせいただきたいと思

います。 

 これは69ページ、地震津波等災害応急対策経費委託

料が出てるんですが、合わせると８億、９億近い金額

になるわけですが、これは災害発生直後のがれき処理

とかごみ処理とか、そういうのの関係ですか。 

○委員長（大沢俊光君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいま地震津波等
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対策事業費１億6,800万、それからその次の復旧経費

委託料等７億2,700万のことについてのご質問をいた

だきましたので、私のほうからお答えしたいと思いま

す。 

 この委託料の対象は、がれき撤去の経費がほとんど

でございます。そのうち発災直後に対応した部分、そ

れにつきましては１億4,500万ほどでございますけれ

ども、その主な内訳は市内６地区に分けまして災害協

定等を結んでおる業者さん等に６社に委託をして撤去

した部分が約１億4,400万ほどございます。そのほか、

し尿等の便槽のくみ取り等も40万ほどございます。 

 また、それに引き続きまして23年度分につきまして

は、約６億8,500万ほどががれき撤去、それからがれ

き等の仕分け処分に当たる経費でございます。その主

なものを申し上げます。６億8,200万ほどが委託料で

措置しましたけれども、がれき撤去に関しましては、

７社で約１億7,000万でございます。それから、自主

撤去につきましては22件ございまして6,400万ほどで

ございます。それから、仮置き場を平沢に措置いたし

ましたけれども、そちらの管理が１億円ほど。それか

ら、岩手県委託してございますけれども、これは岩手

県のほうで撤去委託した８社のほか、事務費とか分析

費等が１億8,700万円ほどでございます。それから、

土壌の測定に180万ほど、それから廃棄物の処理につ

きましては、23年度分で措置しましたのが２万9,165

トンでございますが、コンクリート殻が２万7,000ト

ンほど、可燃物が100トンちょっと、それから木くず

につきましては2,000トン弱という、それぐらいの事

業をさせていただいております。 

 そのほかにも細かい事業、さまざまで各課のほうで

あるようでございますけれども、大層の部分で申し上

げますと、私どものほうで生活環境課のほうで担当し

たのがそのぐらい、トータルで８億ほどを担当させて

いただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ありがとうございました。実は、

災害直後の対応が非常に迅速にされたということで、

行政の普通であれば入札にかけるとか、そういう仕方、

通常であればあると思うんですが、委託という形で対

応されたということで、それはわかりました。 

 次に、これはここで69ページの工事請負費で、小久

慈地区の応急仮設でのフェンス設置出てます。そこで、

これにかかわってお聞かせいただければお願いしたい

んですが、仮設住宅の風呂の追いだき問題が懸案にな

っておったと思うんですが、その後の取り組み状況に

ついてお聞かせいただきたい。 

 それから戻って67ページの電気料、需要費に電気料

というのがあります。私は実は東北電力から電気料の

内訳が来るんですが、消費税相当額、再生エネルギー

発電付加金、燃料費調整というような内訳出てるんで

すが、そこで私は市にお願いしたいのは、こういう内

訳を出すんだけれども、いわゆる使用済み核燃料の再

処理費用、あるいは電源開発促進税、これも電気料に

結構な金額で含まれて電気料として請求されているん

ですよね。 

 ですから、何らかの機会を捉えて、東北電力さんに

やっぱりそういう使用済み核燃料の再処理費用とか、

電源開発促進税とか、そういうのの内訳もやっぱり消

費者にきちんと示して、エネルギーのあり方を考える

一つの機会にしてもらうということで、機会を捉えて

要請してほしいと思いますがいかがでしょう。お聞か

せください、とりあえず。 

○委員長（大沢俊光君）  中居総合政策部長。 

○総合政策部長（中居正剛君）  東北電力に対して内

訳の中に再処理費用等について明示してもらうように

要請すべきだというご意見でございます。それらにつ

いては内部で検討し、機会を捉えて対応してまいりた

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  櫛桁建築住宅課長。 

○建築住宅課長（櫛桁善一君）  応急仮設住宅の風呂

の追いだきについて、ご答弁申し上げます。 

 まず、小久慈地区、旧長内中学校に建設しておりま

す仮設住宅でございますが、10戸ございます。そのう

ち希望８戸ありまして、10戸中８戸に追いだきが設置

されたということになります。また、旧久慈水産高校

につきましては、５戸建設されておりますが、希望で

１戸ということでございます。また、同時に物置等も

設置されております。これにつきましては、旧長内中

学校については10戸中10戸全て、また旧久慈水産高校

についても５戸中５戸全てに物置が設置されていると

いう状況でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 
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○小野寺勝也委員  それから次に、過般の一般質問で

も若干触れましたけども、人件費のうち職員給につい

て、性質別歳出で見ると平成18年の合併時には、職員

給については構成比割合で言うと11.6％になってたと

思うんです。それで、この推移がどういう状況になっ

ているかお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  人件費の推移につきまし

てご質問いただきましたが、ただいま歴年の推移が今

手元にございませんので、資料を取り寄せて答弁いた

します。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  それは後でお願いします。 

 それから、総務、入札にかかわって１点だけお聞か

せください。 

 実は、これは北海道の例ですけれども、道の例のよ

うですけれども、従事者の賃金です。公共工事設計労

務単価から10％下回った場合には、その業者を改善方

を要請する、指導するということがやられているよう

です。そこで、久慈市としても作業員の方々の賃金の

支給状況です。設計労務単価との比較でどうなってい

るのかということを、抽出調査でもいいと思うんです

が、お調べになってしかるべき対応をすべきではない

かというふうに思うんですが、いかがですか。 

○委員長（大沢俊光君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  まず、１点目の保留して

おりました職員給ですけれども、21年度が構成比で

9.3％、それから22年度が9.5％、23年度が8.1％と低

減しております。 

 それから、二つ目の公契約の関係でのご質問と捉え

ますけれども、これは過般の一般質問等でお答えして

おりますけれども、いずれ民間企業におきましては民

間企業のいろんな条件があると、内部事情もあるとい

うことで、どの辺まで管理監督というかできませんけ

れども、いずれ市長のほうから契約上の内容について

の指導監督の範囲内では、いずれ見ていきたいと。 

 ただ、それについては個々の労務単価、それについ

てまでちょっとどうのこうのということには、ちょっ

と難しい、困難が伴うというふうにご答弁申し上げて

いるところです。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  85ページになりますが、戸籍住民基

本台帳費ということで、二戸地区戸籍住民基本台帳事

務協議会負担金２万6,000円というふうになっていま

すが、この協議会の設置目的と、それから今年度の活

動といいますか、１万3,000円ほどの支出がなされて

いますが、その内容。 

 あと、将来的にこれは一緒なるとか将来どのように

動いていくのか、そこの部分についてお伺いします。 

○委員長（大沢俊光君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  ただいま組合の設置

目的と今年度の活動状況、将来どうなるのかというよ

うなご質問でございましたが、資料確認してご答弁さ

せていただきたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  蒲野市民課長。 

○市民課長（蒲野喜美男君）  二戸地区戸籍住民基本

台帳事務協議会負担金の設置目的でございますけれど

も、戸籍住民基本台帳に関する法令の研究並びに事務

処理の統一を図ることを目的としておりまして、二戸、

久慈地区の担当者等が交流しながら事務の資質を向上

させていると。あるいは、いろいろな法務局等の事例

等について勉強する機会を設けると、そういうふうな

活動を実施しております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  それは法令研修とかそういうさまざ

まなことについて、将来こういう協議会を設置して一

緒になるとか、そういうふうなのは全く考えていない

というか、そういうことはないという理解でよろしい

かどうか。 

○委員長（大沢俊光君）  蒲野市民課長。 

○市民課長（蒲野喜美男君）  確かに法務局は二戸の

法務局で１カ所なんですけれども、現時点では将来的

な統合等についての具体的なことは検討されておりま

せんので、ご了承お願いします。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  69ページですが、２の１の１の15の

工事請負費の関係ですけれども、この時点の地下水族

科学館二次災害防止工事ですが、これは3・11以前の

ことじゃないと思うんですけども、この時点の329万

4,900円契約の内容、どのようなことなのかお聞きか

せいただきたいと思います。 

 もう一点は２の１の９の１ですから、山形村史の関
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係でございます。79ページ、諸費ですが、ここでは嘱

託職員報酬675万4,800円ということになっていますけ

れども、山形村史関係は162万何がしと伺っておりま

すが、この市史編さんの完成年度といいますか、いつ

ごろになっているのか。既にこの決算で完成している

のか、お聞かせいただきたいと思います。出た分につ

いては、進められてあった経緯があるんですけれども、

どのようなことになってるかお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  私のほうからは、地

下水族科学館二次災害防止工事の内容等についてご説

明いたします。 

 これは3・11被災後に地下水族科学館の水槽等の海

水侵入等で被災したろ過機等がございまして、この中

に薬品とかいろんなガスとか含まれておりますので、

これの二次災害を防ぐために洗浄清掃等を実施したも

のでございます。実施時期は４月１日から28の工事と

なっております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  澤口山形総合支所長。 

○山形総合支所長（澤口道夫君）  山形村誌編さんの

計画でございますが、現在、資料編の編さんを進めて

おります。平成24年度に資料編を刊行予定でございま

す。 

 それから、 終になりますが、第３巻ということで

通史ということで、平成26年度の発行というふうな計

画で進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、この村史ですが、平

成26年度の通史の発刊で終了というふうに捉えていい

のかお聞かせください。 

 それからもう一点です。一般質問でも関連あったん

ですが、臨時職員の問題についての雇用、１カ月間の

中断がありますよね。その年間１カ月間の中断の間の

雇用保険等の措置がなされているのかお聞かせくださ

い。 

○委員長（大沢俊光君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうから臨時職員の

１カ月の中断というふうなご表現なされましたけども、

そこでの検討はなされているかということでございま

す。 

    〔発言する者あり〕 

○総務部長（菅原慶一君）  臨時職員の雇用保険です

か。 

    〔発言する者あり〕 

○総務部長（菅原慶一君）  失礼しました。臨時職員

につきましては、雇用保険全て掛けております。それ

で、ハローワークの認定、要するに完全に求職活動を

やって失業の認定がなされていれば、雇用保険は受給

できます。 

 なお、おっしゃりたいことは、含みがあるとは思い

ますけれども、いずれにしろハローワークに対して失

業認定、これを行わないと雇用保険は受給はできませ

ん。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  澤口山形総合支所長。 

○山形総合支所長（澤口道夫君）  26年度の通史編の

発刊ということで終了でございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  掛けてるというふうな答弁だったん

ですけど、実際問題、１カ月中断して、また元の島に

戻りますよね。そういった方々に失業保険としてハ

ローワーク出さないんじゃないですか。出せる状況に

なってないんじゃないですか、その辺、実際どうなっ

てますか。どういうふうに捉えていますか。 

○委員長（大沢俊光君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  個々の状況にもよると思

いますけれども、ハローワークに行くと再就職の予定

とかそれから希望等のそれが見込みを聞かれます。そ

うした場合に、ご本人が完全に「いや、見込みがない。

いずれ求職活動を続ける」ということになれば、雇用

保険当然のごとく受給できます。 

 しかしながら、例えば市でなくても、どっかでも例

えば、すぐどっかの会社に行くとか、そういうふうな

ことの実態がわかれば、それは認定にはならないと思

っております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そういうことです。ならないわけで

すよ。１カ月休み、また市の場合は特に３年間という

話がありましたけど、少なくともその契約になってお

りまして、したがって、この１カ月間、その方は無収
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入なんですよ。自営業者と違って、労働力を売って賃

金をいただいている方々の１カ月間、かすみを食って

生きなさいということになるんじゃないですか、これ。

今、一般質問でまだ見直しをしないという答弁があり

ましたけれども、まさに冷たい答弁じゃないですか。

一般質問で、総務省でも対応してしてもいいですよ、

改善してもいいですよと来てるという状況がはっきり

したわけですから、これ働いている人たちが賃金がな

いまま１カ月生きろという、そういうことはこの公の

場からやっぱりなくしていくという、そういう立場に

立ちませんか。ぜひこの辺は改善をいただきたいと思

います。 

 本当に同じ働いて、課長さん方は本当に申し訳なく

ているんですよ。片一方はちゃんとボーナスもあり昇

給もなにもある。昇給はあるかもしれませんけど、し

かし１カ月間、戻ってくるのはわかってるから１カ月

間無収入だということに、現場の課長さん方は非常に

心病んでます。そういう状況を１日もなくしていただ

きたいわけです。そのことは、やっぱり市民の全体の

臨時職員であろうと正職員であろうと、やはり公務員

の仕事をやっている以上、市民への奉仕者として頑張

っていかなきゃいけない。頑張る力が出てこないわけ

ですから、そういう職場での融和、いろんなことを考

えている場合に、改善を速やかにすべきだと思うんで

すがお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  この件に関しては、城内

委員さんといつも議論を交わすことになるとは思うん

ですけれども、そもそも論になりますけれども、考え

方の基本といいますか、出発点が異なるなと思ってお

ります。 

 まず、基本的に城内委員さんは、いずれにしろ労働

者、これは生活給だよと、そういうふうな観点からお

っしゃいますし、それからもう一つは臨時職員につい

ても３年間が誰しも３年間がセットだよというふうな

感じでご質問なさってますけれども、私どもの考え方

は、もちろん生活給的な給料の存在もあるでしょうけ

れども、市役所の組織として、市民に対する行政のま

ず奉仕ということで、いずれある程度の能率給、それ

から責任給、これも当然のごとく要因としてあるもの

と思ってます。それから、３年間セットじゃなくて、

私どもはいずれにしろ６カ月雇用の地公法に基づく１

回の更新、これは固く法律上は守っていかなきゃなら

ん、そのように考えているところでございますし、一

般質問でもご答弁申し上げるとおり、いずれ雇用形態

としての１年を超えた継続の雇用、これは法的にも可

能性はあります。ありますが、ほかの関連法との共済

組合法とかそのような関連法から考えて、総体的に考

えれば、いずれ今のところ、私どもは１年間で一旦は

解雇と。解雇とは失礼しました。契約期間の満了とい

うふうな格好で進めたいと考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  73ページの臨時職員等の感じで今話

がなされているんですが、この雇用する際、雇用する

というふうなことだと思うんですが、その判断といい

ますか、人事評価みたいなのはやってないかと思うん

ですが、何か嘱託もそうなんですが、継続で雇用する

という、いやしないというのもあるかもしんないんで

すが、そのところの判断基準の取り組みといいますか、

どの部分でどの部署でなされておるのかお尋ねをした

いと思います。 

 それから77ページのバス停の上屋設置工事なんです

が、これはどこを何カ所なのかお尋ねしたいと思いま

す。 

 それから、一般質問でも質問させていただいたんで

すが、地デジの難視聴の関係です。八久道路が出て盛

り土なんかかなり地形の変化が出てくるわけだと思う

んです。現在、私が把握しているのであれば、侍浜な

んかでは現在の市道、国道からかさ上げの分が10メー

ターぐらい、そこをボックスカーなんか通れば実質十

二、三メートルぐらいの電波障害の壁ができるという

ふうなことになると思います。答弁では、原因者がそ

の分について対処といいますか補償するというふうな

ことで、これから調査するということなんですが、調

査するというのの予定といいますか、どういうところ

をどういう時期に調査するかというのを、もしおわか

りでしたらお知らせいただきたいんですが。 

○委員長（大沢俊光君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうから１点、臨時

職員の雇用のスキームといいますか、それについてお

答えしたいと思います。 

 各課におきましては、いずれ繁忙とか病休とかそう

いうふうないろんな事情があるわけですけれども、こ
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れに従いまして雇用伺書というのを各部の判断で提出

されます。それが人事のほうの担当に出されます。 

 それで、人事は当然として全ての雇用はハローワー

クのほうに求人を出します。求人を出しますと、その

求職票とハローワークのほうではマッチングさせまし

て、ある程度の人数をこちらのほうにお知らせするわ

けですけれども、それに伴いまして、私どもでは面接

を行います。この面接におきましては、いずれ人事担

当とそれから各担当課、これらの者が複数名で複数の

方の面接を行いまして、これは項目がけっこうあるん

ですけれども、それについて点数化いたします。それ

で、その点数化してその点数の高い順、これについて

適材性、適所性をマッチングさせまして、雇用という

ふうな格好になります。 

 また、１回の更新につきましては、その担当課、主

にその現場の判断に基づきまして、人事のほうに提出

されまして、更新するというふうな格好で通例になっ

ております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  嵯峨まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（嵯峨孝和君）  バス停上屋の

設置工事の関係でございますが、こちらの４カ所設置

いたしまして、１カ所は新中の橋、ジョイスのところ

になります。それから門前、これは東高校のところに

なります。あと碁石前、それから消防署の向かいとい

うことで４カ所整備させていただきました。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  八戸久慈自動車道の盛り

土にかかわって、地デジテレビ等の影響についてのご

質問でございます。 

 一般質問の答弁では、いずれ原因者が責任を持って

解決するという趣旨のご答弁を申し上げたわけですが、

調査の時期とか対象者につきましては、まだ国のほう

から明確に示されておりませんので、市のほうでもそ

の辺を国のほうに要請してまいりたいというふうに考

えております。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  手短に、職員採用にかかわってお伺

いしますが、きょうの新聞報道によりますと、盛岡市

では国体競技会場のある国体級選手を特別に募集する

というようなことで、今実施中なようですが、特に私

は非常にいいことだと思っておりますし、柔道におい

てはこの方法をとるべきだなと、こう考えています。

市の考え方をお伺いしたいと思います。今後の採用等

についての考え方をお願いしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  今のところ、そこまでの

判断には至っておりません。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は午後１

時５分といたします。 

    午後０時02分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時05分   再開   

○委員長（大沢俊光君）  休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 審査を継続します。 

 歳出３款民生費、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  93ページ、15節の工事費なんですけ

ど、図書館のトイレ改修工事も民生費でみているんで

すが、この内容的にはオストメイト用の設置だという

ふうに聞いているんですが、何で図書館の関係費用が

民生費で措置されて工事がされているのか、お聞かせ

ください。 

○委員長（大沢俊光君）  和野社会福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  ただいまのご質問に

お答えをいたします。 

 これは障害者自立支援法の円滑な実施のため、障害

者が自立した生活を営むことができるように行われる

特別対策事業で実施したものでございます。昨年、平

成23年度はその事業におきまして図書館のトイレをオ

ストメイト化したものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  このオストメイト化のトイレですが、

本庁舎には１カ所しかないような気がするんですが、

新しい施設にはそれぞれついてきてると思いますけれ

ども、この点で障害者自立支援事業だということです

が、今後この形での計画、あるいは24年度で計画して

いる部分があるのか、お聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  和野社会福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  この事業は、平成19
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年度は市役所のトイレ、そしてその後、道の駅ガタゴ

ンのトイレ、それから元気の泉のトイレ、それから総

合福祉センターのトイレ等を整備したものでございま

すが、この事業は平成23年度で終了ということでござ

いまして、ただし平成24年度はバリアフリー化の一環

ということで、三船記念館のトイレを多目的化すると

いう工事をこの９月の補正予算でお願いしております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  次に３の１の２の13ですが、緊急通

報の97ページです。緊急通報貸与業務委託料、これは

主要な施策の中にも出てますが、これは以前、従来の

ダイヤル式の電話でないと機種の対応ができないとい

うことできてあったんですが、ずっと改善を求めてき

ているんですけど、プッシュホンにかわっても今の電

話に対応できるというように改善されたかどうか。改

善されたとすればありがたいんですが、その辺をお聞

かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  和野社会福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  現在の回線はアナロ

グ回線が一番良いようでございますが、対応できるも

のはＡＤＳＬ、光も対応ができるというふうに聞いて

おりますが、対応できないものはＩＳＤＮ、それから

共同電話、これについては難しいというふうに聞いて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、このＡＤＳＬとか光

が対応できるとなれば、かなり需要があるふうに思う

んですよね。以前、そこができなくてなかなか対応し

きれない部分があったんですけど、1,000万超えて決

算になってるわけですが、このこともなかなかつきに

くいといいますか、予算補正といいますか予算の計上

が余り余裕がないという状況にあるんじゃないかと思

うんですが、その点、申請があれば速やかにつけれる

状況になっているのかお聞きします。 

○委員長（大沢俊光君）  和野社会福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  ９月現在でございま

すが、17台を設置しておりますし、撤去したものが21

台ございます。これは施設入所者の方が多くなったと

いう現状でございまして、撤去が21台というふうにな

ったものでございまして、待機という状況には今ござ

いません。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  一つお尋ねします。105ページぐら

いですか、生活保護関係の質問ですけど、実は生活保

護の方が病院等にかかられるときに、以前ですと 初

から医療券というのを持ってこられたんですけど、

近は意見書というものを持ってこられまして、それを

病院のほうで初診で診断して、それなりの内容、例え

ば１カ月、２カ月かかりますよ、要しますとかそうい

うふうなことを書いて意見書を出すわけです。そして、

意見書を出しから、その後に医療券が各医院に送付さ

れたりするんですけれども、その意見書と医療券の発

行までの期間というんですか、それはどのように決め

られているんですか、お尋ねしたいんですけれども。 

○委員長（大沢俊光君）  砂子健康福祉部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  生活保護の医療にかか

るご質問でございますけれども、基本的な医療保険の

場合は、生活保護受給をしている方が医療を受けるた

めにという視点が大前提がございます。 

 それから、意見書につきましては、これは生活保護

を受ける場合、もしくはその受けてる方が医療を受け

る場合に医師の意見を求めるという大きな違いがござ

います。こういった時点から、この医療保険と意見書

が若干のずれといいますか、そういった券自体の仕組

みに違いがあるという部分がございますので、その点

はご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  実はご存じだと思いますけど、レセ

プト提出日ちゅうのは決まってますよね、毎月大体

近は社保も国保も10日なんですけれども。例えば、月

末近くに意見書を持ってきて初診で来られた生保の方

がおられると。しかし、その時点では医療券の番号が、

公費負担番号ちゅうのがないわけです。それで、意見

書を出して初めて市のほうから送るなりしていただく

わけですけれども、その場合、間に合わないというん

ですか、そういうこともありますので、そこら辺をど

う、 初から初診のときに持たせていただければ特に

問題はないんですけれども、今の制度ですと、これ何

年か前からそうみたいですけども、まず意見書を出し

て、その後に医療券、要するに公費負担番号がついて

る、簡単に言えば公費番号ですよね。それを記入され
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た書類が送ってくるというスタイルになっているんで

す。そこら辺ご存じですか。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  ただいまのご質問でご

ざいますが、今確認してお答えをしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  これは93ページ、福祉の村の温水

プール指定管理委託料、これにかかわって教えてほし

んですが、この温水プールです。23年度の利用実績は

３万4,347人で、委託料は1,668万9,000円になってい

ます。 

 ところが、この利用者の人数で見ると減ってきてま

すね。平成18年で見ると４万988人利用してるんです

が、委託料では1,489万3,000円の委託料になってるん

です。利用者が減ってきている、もちろん利用者が減

っても一定の固定経費というのはかかるんですが、委

託料がふえてる要因、理由はなんですか。 

○委員長（大沢俊光君）  和野社会福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  温水プールのほうも

整備してからもう20年以上が経過しておりますし、や

はり経年劣化という面でいろんな施設の劣化が見受け

られるということで、やはり補修費というのも増嵩し

ているというふうに捉えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  そうすると、かなりの年月を経過

しているということになると、いずれ早晩、大規模改

修みたいなのも必要になってきているという判断です

か。 

○委員長（大沢俊光君）  和野社会福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  やはり大きな工事も

必要になってきておりますし、今年度は紫外線滅菌装

置、これも七、八百万かかるんですが、これを改修し

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  次に、これは101ページですか。

保育所整備にかかわって、たしかことしの子育て新シ

ステムというんですか、それによれば民間の保育所整

備費の４分の３が補助になるという流れで来てますよ

ね。ところが、今度のこの新システムでは４分の３と

いうのは消えてなくなってしまっておるということで、

民間施設が新たに整備する場合に、補助はどうなんだ

という声も聞かれるんですが、その辺はどうなります

か。 

○委員長（大沢俊光君）  砂子健康福祉部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  今ご質問いただきまし

たように、新たな保育制度等にかかる法案が、さきの

国会で成立したところでございます。この中で、民間

保育所に対する整備費補助でございます。従前は４分

の３以内を補助することができるという内容でござい

ました。確かにこの法案自体の中からは、この施設整

備費、民間保育所の整備費補助という項目が削られて

おります。 

 ただ、この国会での議論の中で現状、現行の補助の

水準、施設整備に係る補助の水準については維持する

という考え方が、厚労大臣等からの答弁で示されてお

ります。また、この件につきましては、参議院の審議

段階におきまして附帯決議がついておりまして、この

水準を維持することというのもなされております。 

 こうしたことを踏まえまして、国ではこの法律の施

行自体はご承知のとおり恒久的財源を得てからの施行

になると、いわゆる消費税でございます。これからの

本格実施でございます。それまでの間に、この現行の

水準を維持する方策、政令とかあるいは省令とか、そ

ういったので定めるものというふうに捉えているとこ

ろでございまして、当方といたしましては、現時点で

は現状の水準が維持されるものと考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  和野社会福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  先ほど答弁を保留し

ておりましたご質問にお答えをいたします。 

 医療券がないということで、意見書を発行するわけ

でございますが、この場合、速やかに医療券を発行す

るように努めているところでございますので、ご理解

をお願いしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 ４款衛生費、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  109ページです。４の１の１の19の

排水施設整備事業補助金の関係ですが、水道事業所で

は何カ所かまだ配水池を持ってるわけですけれども、

この決算における配水池の整備事業の場所はどこなの

かお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、歳入で岩手北部環境組合の負担金の関係
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の人件費割合の関係で戻ったということだったんです

が、この1,631万7,000円の決算なんですけれども、人

件費比率とか事務費関係の負担率というのはどういう

ふうになっているのかお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  私のほうから、ご質

問にございました岩手北部環境組合の負担率の件につ

いてお答え申し上げたいと思います。 

 負担割合でございますけれども、一般管理費、人件

費とそれから事務費等にかかわる一般管理費につきま

しては、均等割が10％、そして残りの90％につきまし

ては、前々年度の廃棄物の排出量割合に応じるという

ふうなことでございます。 

 したがいまして、22年度の排出量割合は20年度の排

出量の35.5％をとっておりますし、また23年度につき

ましては、前々年度、平成21年度の排出量割合36.0％

というふうなことになってございます。 

 また、事業費に当たります調査計画費等につきまし

ては、平成16年から平成20年までの廃棄物の排出量割

合を用いて算出をしております。10％の均等割と、そ

れから残り９割につきましては、排出量割合16年度か

ら20年度まで35.4％の割合で算出してございます。 

 まだ23年度の北部組合の決算出ておりませんけれど

も、見込み額とすれば久慈市負担金につきましては、

トータルで1,631万7,000円ほどになる見込みでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  土井尻産業開発課長。 

○産業開発課長（土井尻英明君）  配水施設整備事業

費補助金のことについて、お答えします。 

 こちらは平沢の拠点工業団地に整備した水道施設事

業費に対する起債の償還につきましての補助金でござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  もう一点ですが、その下の家庭用の

生ごみ処理機補助金119万8,000円ですが、この23年度

は27台普及したというふうに伺っていますが、その活

用状況、利用状況等について、その状況調査をしてい

るのかどうか。有効活用されているのかどうか、実態

はどうなっていますか、お聞きします。 

○委員長（大沢俊光君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいま城内委員か

ら家庭用生ごみ処理機につきましてご質問いただきま

したけれども、追跡調査につきましては、現在のとこ

ろ実質的には実施できていない状況でございます。た

だ、23年度の補助でございますので、実際の購入から

長くても１年以内でございますので、どなたにご購入

いただいたかデータございますので、岩手大学との共

同研究もやってございますので、そちらのほうへの

データ提供等も考えてございますので、今後、それに

ついては行ってまいりたいと考えております。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  一つは、これは111ページですが、

地球温暖化対策について、主要な成果のあれを見ます

と、基準年度が平成16年度になって、22年度で言うと

マイナス1.1％ということで出てるんですが、これは

それでわかるんですが、いつまでに幾ら削減するんだ

という目標、どうなっているのか教えてください。 

○委員長（大沢俊光君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  今、地球温暖化対策

につきましてご質問いただきましたけれども、今ご指

摘いただきました22年度分で1.1％の減というふうな

数字でございますけれども、これは市役所の事業所の

総計を見ながら、市の行政内部の数字で出た数字が

1.1％ということでございました。これを16年ベース

で６％削減を目標に立てた数字でございます。 

 ただ、現在岩手県のほうでも今策定途中でございま

すけれども、指標をどこに向かうのかという、原発事

故以来まだはっきりしたものをいただいてございませ

んので、今後目標値をつくっていかなきゃいけないと

いうふうに考えてございますので、ご了解いただけれ

ばと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  原発事故で低くなってるのはいい

んですが、６％というのは削減、いつまでの目標でし

たでしょうか。改めてお聞かせください。 

 それから、109ページの各種健診にかかわって、特

定健診でしたか、無料化したと。そして受診率の向上

を図るんだということでしたけれども、その状況はど

うなっているのかと、それから今も数値目標が満たし

てるんであれば、ペナルティっていうのは、今も生き

てるんですか。お聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  夏井生活環境課長。 
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○生活環境課長（夏井正悟君）  私のほうからは、目

標年次のことについてお答えいたします。 

 目標年次につきましては、平成22年の目標がマイナ

ス６％でございました。ですから、その後、目標を策

定出来ていないという状況でございます。今後とも、

そこにつきましては国・県の指導を受けながら目標を

つくってまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  蒲野市民課長。 

○市民課長（蒲野喜美男君）  特定健診の実施状況に

ついてのご質問だったと思います。 

 特定健診につきましては、いろいろな施策、一般質

問でも市長のほうから回答させていただきましたけれ

ども、休日の実施とか、それから委員さんおっしゃっ

たとおり無料化等、いろんな諸施策を講じておりまし

て、現在の23年度で当市の実施率、これはまだ概数で

すけれども30.3％と捉えております。ただ、県内全域

と比較すれば、まだまだ低位にあるというふうなこと

で、もっともっと施策を講じまして実施率を高めなけ

ればならないというふうに思っているところでござい

ます。 

 それからもう一点、目標率に対する実施率のペナル

ティの件でしたけれども、これについては現実的には

正式な制度化にはなっていないというふうなことで、

委員さんもそれはご存じだと思いますけれども、今の

国のほうの考え方では、当初の考え方からかなり緩和

されまして、特定保健指導を実施していない保険者に

対してペナルティを課すというふうなことで動いてい

る状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  112ページの清掃費の関係だと思う

んですけど、ご存じのように、市街地ずっと国道沿い

にごみ回収日、月水金が何であるとか、月曜と木曜が

燃えるごみであるとか、そういうふうなことをうたっ

ているプレートがずっとあるわけですけれども、その

プレートを見てますと、例えば街路樹に縛ってあった

り、それからあとブロックに棒を指して、それにきち

んと立ててきちっと看板として立ててあるところとか、

街路樹の下に立てかけて、きちっと穴を掘って立てか

けるとか、さまざまばらばらというんですか、やっぱ

り統一した町並みをつくるためにも、そこを細かいこ

とかもしれないですけど、まず街路樹に縛っているの

は外して、そしてそれなりの立て方というんですか、

プレートの立て方ちゅうのがやっぱり必要ではないか

と思うんですけど、そこら辺の考え方をお聞きしたい

と思うんですけど。 

○委員長（大沢俊光君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいま小栁委員の

ほうから看板プレートの固定方法につきましてご指摘

いただきましたけれども、確かにプレートの設置方法

につきましては統一した考え方ではなく、その都度そ

の都度の対応のような形で置かせていただいたり、設

置させていただいているケースがあるかと思います。

それにつきましては、今後まずパトロール等をしまし

て、状況をまず把握してまいりたいと思います。 

 また、街路樹等に縛りつけ、非常に樹木等へのダ

メージも大きいかと思いますので、実態を把握しなが

ら適切な対応をさせていただきたい、考えてまいりた

いと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  109ページの上段なんですけれども、

久慈医学談話会補助金というのの内容と、それから私、

一般質問でお尋ねをさせていただいたんですが、県立

久慈病院の平成22年度と23年度の患者数の対比、それ

から22年から23年の収支の改善額がどれぐらいだった

かというのを、もしおわかりでしたらお知らせいただ

きたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  大向保健推進課長。 

○保健推進課長（大向雄二君）  久慈医学談話会の組

織内容についてのご質問でございましたが、これは地

域医療の推進と各医療関係機関との連携を目的とする

久慈病院を中心とした会でございます。 

 活動内容といたしましては地域健康講演会、それか

ら年２回におきます市民公開健康講演会などを久慈病

院のお医者さんを講師としながら、あと久慈医師会そ

れから久慈薬剤師会の先生方を講師としながら、講演

会を開催しているところでございます。 

○委員長（大沢俊光君）  砂子健康福祉福祉部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  久慈病院の運営状況の

ご質問でございますが、久慈病院から伺ったところに

よりますと、収支につきましては平成22年度が２億

8,827万2,000円の赤字、それが平成23年度は2,192万
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5,000円の赤字、いずれも赤字に違いないわけですが、

こういった状況で２億6,000万円以上の改善といいま

すか、これが図られたというふうに伺っているところ

でございます。 

 それから、患者数につきましては、さきの一般質問

でご質問いただいたところでございますが、入院患者

につきましては、平成22年度が延べ８万4,269人、そ

れから23年度が８万5,203人、若干ふえていると、こ

ういったこと等から入院患者数、あるいは一般質問で

もご答弁申し上げているところでございますが、経費

節減等に努めながら、こういった収支の状況に至って

いるというふうに聞いているところでございます。 

○委員長（大沢俊光君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  113ページの汚泥処理についてお尋

ねをいたします。 

 廃棄物には、一般廃棄物と産業廃棄物に大きく分か

れるわけでございますが、し尿処理場での一般廃棄物

処理責任は市町村になるということで取り組んでいる

わけなんだけれども、問題は生活雑排水とかそういう

ものを地下浸透式とか、そういう形で取り組んでいる

ところが市内には何カ所かあると思うんですけど、同

じ一般廃棄物を処理するし尿処理場に生活雑排水に関

しては認めないというお話を伺ったような気がしてい

るんですけれども、そういった意味の考え方について

ちょっとお尋ねいたします。 

○委員長（大沢俊光君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいまの汚泥につ

きまして、一般廃棄物の考え方についてご質問いただ

きました。 

 まず、基本的には砂川委員ご指摘のとおり、考え方

とすれば生活雑排水等につきましては、一般のし尿処

理場等には一般廃棄物としては受け入れてないわけで

ございまして、今113ページのほうに事業名、無機性

汚泥処理とか運搬業務等と決算書に記載ございますよ

うに、予算の範囲内で産業廃棄物処理をするべきもの

を収集させてはいただいております。 

 ただ、残念ながら予算の枠内での限界がございます

ので、非常にそういったところへの生活系への対応は

少ないというふうなことでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  お話はよくわかるんですが、実際問

題、この生活雑排水を地下浸透方式で 初のうちは自

然浄化というか、浸透していくと思うんです。しかし、

それが何年かすると、目詰まりを起こしている。汚泥

を処理するのに、し尿処理場では受けてもらえない。

同じ一般廃棄物でありながら受け入れてもらえない。

終的にお金のある人は、産業廃棄物として処理をし

たりする考え方に迫られる。 

 こうなってくると、もともと一般廃棄物処理のほう

の中にあるものが、対応が変じて産業廃棄物に転じて

いるんだというような考え方は、法律的にいけばどう

いうのが根拠になりますか。 

○委員長（大沢俊光君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  今、生活雑排水の地

下浸透のことでご質問いただきました。ちょっと法律

の根拠については今持ち合わせておりませんけれども、

今、市としては非常に大きな問題でございまして、下

水道の対応ですとか、あとは合併浄化槽への補助金と

か、そういった形での助成もしてございますので、一

気に改善とまではいかないかもしれませんし、下水道

工事についてもしばらくかかるだろうということでご

ざいますので、いずれ予算の範囲内でもって対応して

まいりたいというふうに考えておりますので、ご理解

をお願いいたします。 

○委員長（大沢俊光君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  件数にすれば、私はこの市内にある

生活雑排水を浸透式にするというのは、数にすれば私

はそんなにないと思うんです。ですから、現実的な技

術的な対応にしても、し尿処理場に同じように投入を

認めたところで、処理能力にも何ら悪影響を及ぼすも

のでもなければ、逆にそういうのが投入されたほうが

いいぐらいなのが、物理的な現象があるわけですから、

ぜひともこの生活雑排水で悩まれておるところにも、

処理場のほうに投入を認めるような形の考え方を私は

すべきだと思うんですが、お考えを教えてください。 

○委員長（大沢俊光君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  ただいま砂川委員さ

んからお話があったことについては、広域連合にお伝

えをして協議してまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  市街地のごみステーションのことで

ございます。 
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 先ほどから小栁委員から、通りの非常にめぐさい状

況があるというふうに指摘があった、私もそう思いま

す。私は、以前市街地のごみステーションの設置につ

いて、金網の大きいやつの折り畳み式を提唱したこと

がございました。もう10年ぐらいなりますかね。なか

なか検討していただけなくて。いわゆる塀とかそうい

うぴたっとくっつくんです、そういう書いたやつが、

たたむと。それがまたそのときだけ広げて使えるとい

うのがあるわけです。 

 せっかく街路灯にお花を飾って非常にきれいな町な

みをつくってるんですが、そのごみステーションがな

い関係で、網でネットでやってるという状況で、非常

に町並みに景観的にはよくないというふうに思ってま

した。 

 そこで、以前私が提唱した板塀とか塀にぴたっとく

っつく、利用するときだけ広げるというやり方がある

もんですから、ぜひこれは検討していただいて、まち

の町内会の方々と相談しながら、積極的なまちの景観

をよくするということ。 

 それと同時に、ごみの清潔な出し方ということなん

ですか、そういったことにもつながるわけですから、

ぜひこれは検討していただきたいのですが、いかがで

しょうか。 

○委員長（大沢俊光君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいま市街地のご

みステーションのあり方について、ご質問いただきま

した。確かに、城内委員ご指摘のとおり、市街地の場

合、スペースのない場所については、ネット式のごみ

ステーションというふうなことになってございます。

また、排出する時間帯によっては、長時間置いたため

にカラス等の影響で散らばるというふうなことで、衛

生的にも非常によろしくないというふうな状況も散見

されているようでございます。 

 今、ご指摘といいますか、いただきました折り畳み

式の金網式のごみステーションもあるというふうなこ

とでございますので、確かに景観の形成であったり衛

生面の問題であったり、そういうふうなこともござい

ますので、今後勉強させて検討させていただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 ５款労働費、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  115ページです。５の１の１の13委

託料ですが、雇用相談員設置事業委託料でございます。

これは商工会議所に配置をしているというふうに伺っ

ていますが、雇用相談設置ののぼりも見たことがない

んですけれども、そういうことをやっていますという

状況が見当たらないんですが、なかなか商工会議所に

行っても、郵便局の向かいに見えるわけですけれども、

そういった取り組みとか内容と、実際この雇用相談設

置事業の中で、どのようなことが具体的になされて、

相談に行く場所なのか、ちょっと実態がわからないの

でお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  雇用相談員設置事業

についてでございますが、これは商工会議所にふるさ

と雇用基金事業を活用しまして、一人の相談員を配置

しております。 

 事業内容については、高等学校卒業者の就職率の向

上、各教育機関等への進路指導部との連携等を図るた

め配置しているものでございます。 

 新規の求人企業開拓や就職希望者の効果的な面接指

導等を行い、新規高卒者の就職率の向上に努めるもの

でございます。 

 また、管内企業の就職を支援するため、職場見学会

等を実施しております。さらには、ホームページ等を

開設して、管内の企業への設置を希望される学生やＵ、

Ｉターンの希望の方に企業情報を提供しているもので

す。 

 また、 初のＰＲ等につきましては、商工会議所の

ほうでの告知等をしていると伺っております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうすると、平成23年度の実績とい

うのは、それはどのようなことになっていますか、具

体的に。面接指導とか高校の卒業者への指導とかやっ

ている実際の実績。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  23年度の実際の相談

件数等については、確認資料を取り寄せてご回答申し

上げたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  労働費の115ページの労働者向けの

講習会等にかかわってお尋ねしたいんですが、私らの
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年代の時期といいますか、若いころは大変大工さんを

やる人が多くて、たたき上げて木造建築等、宮大工ま

で迫るぐらいの技能を持った人もいると思うんですが、

また、市内にはそのほか昔からの伝統的な技術といい

ますか、例えば畳職人とか鍛冶屋職員とか、また新し

く北日本造船の船の本体の鉄板の溶接なり切断、ある

いは折り曲げる曲線をつくる技能といいますか、そう

いうふうな高い技能も必要だというふうに言われてい

るんですが、まず昔からの古来の技能、技術の匠を持

った方々の把握、これらを行っておるのかどうか。 

 どういう格好というか、伝統の技能、技というのは

後からまで残して継承させていければいいのかなと思

いますし、また北日本造船なんかのように、今進出さ

れております企業等の高い技術といいますか、代替で

きないような技術も必要だというふうなことも聞いて

るんですが、そこら辺の技能支援といいますか、技能

習得の支援等の考え方について、ちょっとお尋ねした

いと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  伝統技能等の匠等の

把握についてでございますが、ご質問の労働者技能講

習業務のほうは、労務者協会に委託している部分でご

ざいます。それから、そのほかにも地域創造雇用協議

会等での技能講習等を実施しておりまして、お尋ねの

北日本造船等の関係では、アーク溶接技能特別教育や

さまざまなそれぞれの専門の職種に応じた講習を実施

しております。 

 匠のほうについては、人数や活動については把握し

ておりません。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  どれぐらい今、私も定かではないん

ですが、例えば大工さんの古来の建築様式の技術を持

った木造建築とか、神社・仏閣等をやれるような、工

事できるような方々とか、それから鍛冶屋職人です。

昔のいろいろふるい熱しては水に入れて、高い技術で

ものを加工した技術を持った人があったようなんです

が、そういう部類とか畳職人とか、そういうふうな後

世に残したい、また残さなければならないような技術、

匠を持った方々の把握をして、どのような形でか伝統

技能といいますか、こういうふうなのを後に引き継ぐ

ような支援も行うべきと思いますが、その点について

お尋ねしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  伝統的なというか、

匠の技術を持った方々の把握と、それらを生かした支

援等についてでございますが、県のほうでは伝統工芸

士とかそういったものもございます。小久慈焼の当市

においても、資格っていうか指定されている方もいら

っしゃいます。それぞれ大工や左官等、組合等あると

思いますので、そういった機関とも連携しながら今後、

把握に努めたいと思います。また、支援方法等につい

ては、どんなことがあるのか研究してまいりたいと思

います。 

 それから、先ほどの城内委員のほうのご質問でした

が、当市のほうに、この内容について人数等の報告は

いただいておりませんので、ご了承願いたいと思いま

す。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点だけお聞かせください。この

勤労者生活安定資金、預託400万円って言われました

が、その利用状況はどの程度になっていますか。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  勤労者生活安定資金

融資の預託金の関係の利用状況でございますが、平成

23年度においては利用２件でございます。内容につい

ては、10年を限度に100万円を限度に貸し付けするも

のでございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  400万円預託して利用件数２件と

いうのは、もったいない感じがするわけですよ。そこ

で、一つは金利が3.415％って言われましたか。その

金利をもう少し低くお願いできないのかっていうのが

第１点。それから、貸付条件です。いわゆる勤労者の

生活安定に資するという趣旨だと思うんですから、貸

付条件をある程度幅を持たせて、例えば借りかえには

利用できないとか、何かあるやに聞きます。そういう

点では精査して、貸付条件の緩和等も要請をしていた

だきたいと思うんですが、いかがでしょう。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  ２点ほどの質問だっ

たと思います。金利3.415％についての緩和と貸付条

件等諸々の要請ということでございますが、融資機関
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が東北労金でございますので、この関係者等と協議を

して、その件については、融資の金利等についてもい

ろんな定めがあると思いますので、検討していきたい

と思います。よろしくお願いします。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今の答弁ですが、先ほど実績報告が

ないという答弁でございます。委託をして人件費とし

て含めて350万円委託料出しているわけですよね。実

績報告がない、実績報告を求めたらどうですか。そん

な答弁ないと思うよ、私は。委託してんです、ちゃん

と、きちんと。どういう仕事してるかっていうのは、

やっぱり調べて、私は答弁いただきたいんですが。委

員長、ご配慮をお願いします。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  これは報告をという

か、事業者に確認の上、答弁申し上げたいと思います

ので、ご了承願います。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 ６款農林水産業費、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  まず 初に、121ページ。これは６

の１の３の13の委託料ですが、べっぴんの湯商品開発

業務委託料899万2,173円でございますが、この費用で

開発されたものは何なのか、そして商品化されてその

実績はどのようになってるのかお聞かせいただきたい

のが一つ。 

 もう１点、123ページですが、堆肥センターの１次

発酵屋根修繕工事が658万6,650円決算されております

が、ここの堆肥センターの関係で、実はここで出して

いる堆肥があります。ちょっと名前は忘れましたが、

その発酵時間が少ないということで、完熟してないと

いうのが農家から指摘をされているのです。特に畑農

家の方々。その方々は、安いから買って、さらに自前

でストックして発酵、完熟にして使っているというよ

うな話でございました。これ完熟にするともっと売れ

行きがいいはずなんですね。 

 この１次発酵屋根の修理工事やったということです

が、さらにもう１棟を建てることによって、発酵時間

を確保できることになるんじゃないかというふうに思

うんですが、その辺は改善を図るお考えをお持ちなの

かお聞かせください。その完熟してないっていう状況

については、皆さん方は承知してんのか、そこも含め

てお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  まず 初に、べっぴんの

湯の開発事業についてご説明いたします。この事業は、

平成21年度から23年度までの３年間実施されまして、

開発した商品はイワナの焼き干し真空パックの望郷縄

ほしいわな、それからべっぴんの湯しっとり洗顔石鹸、

べっぴんの湯うるおいミスト、それからべっぴんの湯

保湿入浴液で、平成23年度に山ブドウワインを使用し

た山ブドウワイン飴を開発して販売しております。 

 販売実績ですが、平成23年度、縄ほしいわな44万

3,415円、石鹸314万7,996円、ミスト262万149円、入

浴液104万6,948円の合計で725万8,508円の売り上げと

なっております。 

 べっぴんの湯の委託事業については以上でございま

す。 

 堆肥センターにつきましては、完熟されてないとい

うご指摘がありましたが、実態を把握しておりません

ので、今後調査して、原因等を追究していきたいと思

っております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ぜひ調査をして、完熟の発酵した堆

肥を出すようにしていただきたいと思います。 

 次に、123ページの公共牧場関係、これエリート牧

場が山形町にあるそうでございますが、農協に委託し

てるっていうふうに伺っていますが、このエリート牧

場の経営実態といいますか、出資50％いってないよう

な関係で議会には報告義務はないというふうに伺って

いますが、この経常状況についてお聞かせを願いたい

と思います。 

 それからもう一点は、これも123ページですが、畑

田地区の農道舗装工事、これはもう既に終わっている

わけですけども、実はあそこ、ちょうど兼田建設の脇

から真っすぐ大川目に向かって走っているわけ、幹線

道路になっているわけですが。農道のど真ん中に幹線

道路が走っている関係で、実はスピードがすごく出さ

れます。で、標識もございません。で、これやはり農

道ですから、幹線があって脇は４メートルの農道が全

部直角に交差がなってますね。その関係で農機具、農

作業中、非常に危険な場合もあります。まだ衝突事故

は発生していませんけども、子供たちの通学路にもな

っているし、そういった点では歩道もないし、そうい
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った状況の中で舗装することはいいんですけども、そ

ういったスピードの制限等をするとか、ぜひこれを検

討していただきたいのと。それからこれ、ぜひ防災無

線でもいいから呼びかけてほしいんですが、ポイ捨て

がすごいです。例えば、ペットボトル、それから缶

ビール、さらには栄養剤の瓶、田んぼにポンポン投げ

ていくんです。缶とかペットボトルはまだ割れないか

らいいですが、リポビタンＤとか瓶がありますね。あ

れがもし割れるとしたら、非常に田んぼにけがのもと

になります。そういった点で、これはぜひ私たちも気

をつけているんですが、田んぼに行くたびに私は拾っ

てくるんですよ。そういう実態があります。これは啓

発の点ですから、ぜひ、当然、ポイ捨てはどこでもよ

くないんですけども、特にやっぱり農地へのポイ捨て

についてはやらないようにっていう形の防災無線等を

通じての啓発を図っていただきたいんですが。スピー

ド制限のことと、ポイ捨てのやるなという啓発をお願

いしたい。 

 特に、この畑田地区の農道には電柱が立ったんです。

ご存じのとおり、あれは高圧線が通っている電柱です。

これは、地権者の方々、農家の方々は、あれができる

ことによってスズメがすごいんですよ。非常に、この

秋もスズメの被害が大変でした。あのことも、市道に

なった瞬間、これは前にも言ったことあるんですけど

も、農家の方たちには全く相談もないままつけてしま

っているんです。したがって、あの柱に、スピード制

限の看板をつけるときには、そういった点でのせっか

くそういう柱がありますので、その点は、東北電力と

協議しながら、スピード制限についても速やかな検討

をいただいて、設置をいただきたいんですが、お聞か

せください。 

○委員長（大沢俊光君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  スピード制限の標識等に

ついては、実態を調査いたしまして今後検討してまい

りたいと思っております。 

 それから、ごみのポイ捨てについても、啓発に向け

て検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨康彦君）  私からは、短角牛基

幹牧場についてお答えいたします。 

 この短角牛基幹牧場は、昭和60年に開設されたもの

であり、面積は105.5ヘクタール、草地面積が62ヘク

タールでございます。基幹牧場では、日本短角種の集

団育種を行っており、新いわて農協に指定管理を委託

しているものでございます。 

 その23年度の運営実績でございますが、放牧頭数が

120頭、放牧期間は23年５月15日から同年10月13日ま

でとなってございます。その指定管理の管理内容でご

ざいますが、草地管理といたしまして、肥料、施肥で

ございます。あと牧舎衛生、あと放牧牛の管理等をや

ってございます。 

 経営実績といたしましては、市からの指定管理料

280万円、それから放牧料120頭分が367万8,000円、合

計647万8,000円の収入でございます。支出に関しまし

ては、肥料費302万4,000円、それから肥料散布とか牧

柵とかポンプ修理等で82万9,000円、監視人等の人件

費が230万円、その他費用等として32万5,000円の計

647万8,000円、収支、支出、差し引きゼロでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  先ほどのべっぴんの湯の商品開発に

ついて、商品名とか売上高の説明等あったわけですが、

委託料からこの売り上げ等を見た場合に、いわゆる商

品として製造販売、企業が維持できるという状況には

ないんですが、このさまざまな開発された商品で、今

後委託料がずっと続くと思いませんが、支払われなく

ても継続して生産が続くような販売の状況のいいとい

いますか、今後可能性のあるものはどのようなものが

考えられるかお伺いします。 

○委員長（大沢俊光君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  この開発された商品につ

きましては、今後も販売していくと、新山根温泉振興

協会から伺っております。販売方法としましては、自

社ホームページでのネットショップを開設、それから

産業まつりでべっぴんの湯源泉と水道水との比較体験

展示等、それから東京の岩手銀河プラザでべっぴんの

湯ＰＲ化粧品、それからワインの飴の販売を行うと。

それから、ブログを開設して地域の情報の発信、それ

にメール発信による地域及び商品のＰＲを行うと伺っ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 
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○小倉建一委員  同じく、梶谷委員の質問と同じべっ

ぴんの湯の関係なわけですが、この委託は３年間でた

しか終わるかなというようなことで記憶しております

が、それでよろしいですか。 

○委員長（大沢俊光君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  委員おっしゃるとおりで

ございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  そうしますと、2,500万円ちょっと

の委託料で、この売り上げの総額はどれぐらいになる

のかお伺いしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  平成24年の９月末現在で、

累計売り上げが2,215万7,209円となってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  大変売り上げをしておりますので、

間もなく委託料を超えるかなというところですが、非

常にいい事業だったなとこのように思っておりますが、

成果はあったなと思っておりますが、この商品につい

ては、委託をした市のほうにこの販売なり収入を得る

権利、あるいは特許をとる場合の権利があるのかどう

かお伺いしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  新山根温泉振興協会とな

ってございます。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  129ページの養殖の関係でお尋ねを

したいんですが、実は９月の初めでしたでしょうか、

北海道に藻場造成の関係で村上部長ご案内のもとに、

視察研修を生産部の役員がさせていただきました。大

変いろいろ環境は違うわけですけども、参考になった

という話を聞いております。もちろん藻場の造成のた

めの施策はもちろんだったということなんですが、そ

の生産場といいますか、町でやっている分は、10年と

か20年のスパンで国の支援で研究調査等を含めて藻場

なりイソガレイ等の事業を実施して、そしてその実施

に当たって、その浜の漁民にも一定の賃金等が、作業

等に対する賃金が支払われて実施されておる継続した

事業だということを伺いましたが。私が考えるに、岩

手県ではそういう事業が聞いたことがないような気が

するんですよ。どういうふうな事業だったか、ちょっ

とおわかりでしたらお尋ねしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  中新井林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  養殖事業の藻場

造成にかかわってのご質問にお答えいたします。 

 この事業は今、委員さんおっしゃったように、国の

事業を得てやっている事業でございます。これにつき

ましては、いずれ磯焼け、また岩場に藻がほとんどな

いような場所に藻場を造成しようとする事業でござい

まして、これを見せていただきまして、大変この養殖

に取り組んでいるところと取り組んでないところの差

がはっきりして、取り組んでいるところは藻場が繁茂

してるというような状況でございます。 

 それで、携わる方に一定の賃金も支払われていると

いうことでございますが、ここではブロックの製造等

委託しまして、そういうことに携われる方たちに賃金

が支払われているというふうに伺っております。 

 いずれこの藻場の造成につきましては、磯焼けには

非常にいいというふうに思っております。また、こち

らに持ってきた場合は、こちらはそういう藻場の磯焼

けっていうのも余り見られないと私は思っております

が、栄養源を藻場に供給するっていうのは非常にウニ、

アワビ等に対しても非常にいいことと思いますので、

これについてはもう少し実情を見ながら、地元に対し

ての指導等もしていきたいというふうに思っておりま

す。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  行ってきた方々の話と、それから資

料もいただいて見させてもらいましたが、ブロックと

いいますか、その藻場造成のブロックが即、久慈の浜

っていいますか、海岸に適応といいますか、効果が上

がるのかなということも一つは考え方なんですが、た

だ行ってきた人方の話を聞きますと、ここら辺の久喜、

小袖とか、侍浜みたいなところの寒村といいますか漁

村で、国の事業が導入されて10年とか20年のスパンで

そういう事業が行われているというふうなことに、大

変関心が示されているっていうことを聞きました。ど

うしてそういうふうな事業を組めるんだろうなってい

う。組めるんだったらありがたいなっていう話をして

おりました。 

 私は私なりに考えたんですが、この前も岩手大学に

水産学部の設置の関係で話をさせていただいたんです

が、北海道は北海道の水産大学があって、そしていろ
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いろな研究調査をやっていて、国のほうにもそれなり

の説得力がある事業等の提案等をして、そうした中で、

そういうふうな10年とか20年のスパン、小さな村なん

かでも事業が組めるっていいますか、国の事業が組め

るようなそういうのも、水産大学があるのがかなり影

響してるのかなっていうふうなことも考えたんです。 

 そういうことで、今、この前も話したんですが、岩

手県の岩手大学なり北里大学と東京海洋大学ですか、

の岩手大学と今回の連携協定は、水産大学院の設置構

想を検討するということで、具体的にまだ動いてない

し、それから岩手大学に水産学部をつくるというふう

なことも、今の時点ではまだないっていうふうなこと

を聞いてます。ただ、もう北里海洋生命学科が、大学

がほぼ撤退するということで、それから東京海洋大学

は、しばらくはもう来れないんじゃないかなというふ

うな話もある中で、大学側も高等教育機関、水産の設

置についてはかなり必要性を感じたような書き方をし

ております。 

 そういうことから私は、そういう面でぜひ沿岸の市

長さんなり漁業水産業関係者なりが一致協力して、そ

の辺も国のそういうふうないろんな長期のスパンで対

策が組めるような、事業を組めるようなそういう水産

の教育環境といいますか、そういうふうなこと等も、

そういう面からも整えていったらいいのかなっていう

ことも考えておったんで、お尋ねしたいと思いますが。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただいまのご質問にお

答えを申し上げたと思います。 

 畑中委員さんからは、一般質問の際にも大学設置に

ついて要望をしたらどうかというようなお話をいただ

きました。それで、３大学の協定内容について今、調

べているところでございまして、今後まず勉強してみ

たい、そのように考えてございます。 

 それから、北海道の藻場造成の視察について、ちょ

っと詳しくお話させていただきたいんですけども、行

った場所は、北海道の日本海寄りの漁場を見させてい

ただきました。そこは、先ほど課長が申し上げました

ように、磯焼けが進んでるという場所でございまして、

これはもともと岩の形が噴火、溶岩みたいな、もう岩

の状態という感じじゃなくて、もう岩の形をなしてい

ないようなところでございまして、昆布とかワカメが、

あれでは生えないだろう、育たないだろうというとこ

ろを見させていただきました。 

 それで、国の事業が入っているということでござい

ましたが、いずれにしても、そのところはこういう効

果があるから国の事業を取り入れてやっていこうとい

うことではなくて、まずワカメ、昆布を育てるために

はこういうことをやっていかなきゃならないというよ

うな提案型の事業だったと思いまして、その技術もい

まだには確立されていないようなお話でございました。 

 でも、このブロックっていうのは、廃棄物等を利用

した鉄分を含んだ本当にブロックと。波に入れればゆ

らゆらゆられて、 後は崩れていくというようなブロ

ックでございまして、いずれそのブロック投入したと

ころには効果があるよということを学んでまいりまし

た。 

 それで、現実に久慈の侍浜の地先でもやってみたい

という思いで、そのブロックをその視察先からいただ

いてきて、まず投入してみようかなと、そのような思

いに立っているものでございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  129ページの水産振興費にかかわっ

てお尋ねしたいんですが、ここの項にいつもアワビの

増殖の分、ウニの増殖の分があったわけです。合わせ

て900数十万円の決算が計上されておったわけですが、

この3・11の関係で計上されないということで、これ

が先般の答弁からいきますと、23年、24年、25年、26

年までアワビの供給が従来どおりできないと。４年間

のアワビの種苗といいますか、稚貝が供給できない。

ウニについては、まあそこそこ26年ごろからですか、

５年６年から得られるけれども、得られないというこ

とで、この４年間の空白。27年になってアワビが300

万個生産されて、稚貝がここで供給されるっていうの

はいいんですが、この５年間の空白の挽回策。本来で

あれば、予算が1,000万円近く４年間、合わせて4,000

万円計上されて、決算にも計上されて、そして施策が

展開されなければならないわけですが、この空白分、

この磯資源がその分が放流できないということで、空

白ができるわけですが、この辺の資源維持の対策につ

いてどのように考えるのかをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  中新井林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  アワビの稚貝の

放流についてのご質問にお答えいたします。 
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 委員さんおっしゃったように、23年から６年まで４

年間、稚貝等が放流できない、資源が減少していくと

いうふうなお話であります。確かにそのとおりと思っ

ております。で、放流できないならば、どうすれば資

源の確保というふうなことを考えますと、今ある資源

を有効に活用するというふうなことが一番だと思うん

ですが、これに対しましては、えさとなる昆布と藻場

の造成に努めて、自然、今あるやつの個体をふやして

いくというふうなことが一番だろうと思います。いず

れこの23から26年まで放流できないということで今な

っておりますが、一日も早い養殖施設の復帰を願いま

して、26年と言わないでも、25年度もできるように何

とか要望していきたいと、そういうふうに思うところ

でございます。 

 いずれ４年間の放流できないので資源が減るという

のは、私もそのとおりだと思ってますが、いずれ今話

したとおり、いろいろな方策を講じまして、現在ある

資源を確保していきたいというふうに思っております。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  資源回復で、今まで例えば生産部何

かで３万個とか２万個を放流しておったところが、回

復のために、それから50％アップして放流したいと。

従来どおりのその割合で、市から支援等をしていただ

きたいというふうな、こういうふうな話が持ち込まれ

た場合に、これは27年から復興の終わる32年ぐらいま

ででもいいと思うんですが、50％ぐらい増加して、そ

うして４年間の空白をどっかで数字合わせをしていか

なければ、 終的には磯資源がもとどおりに戻らない

ということなんですが、そういうふうなこと等も含め

てお考えなのかどうか、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  中新井林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  アワビの稚貝の

放流についてお答えいたします。 

 今、４年間放流できないので４年後に放流する場合

等は増量した放流もいかがなものかというふうなこと

でお話がありましたが、それも一つの方法と思います。

それで、この養殖施設の復旧によりまして、稚貝の生

産がどれぐらい余裕ができるのか、その辺等も含めま

して、今お話のありました件については考えていきた

いと、そういうふうに思っております。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  一般質問で時間がなくて再質問でき

なかったんで、あわせてこの関係で質問をさせていた

だきたいんですが、実は、もぐらんぴあの余剰トンネ

ルの関係で私、増殖施設っていいますか、提案させて

いただいたんですが、その回答の中で、一定程度の光

が得られなければ増殖っていいますか、増殖のそのた

めの事業が難しいっていう話を回答いただいたんです

よ。これ、どこの水族館とか、もぐらんぴあだけでは

なくて、見てわかると思うんですが、基本的に魚でも

魚介類でも、水族館ではほとんど光が入らないところ

で生存させ、生態系もそれで進んでいるという基本、

私は認識でおりましたんで。 

 それからもう一つ、今、例えば例をとっていいます

と、ウニの人工授精をするのに、どういう場所でやっ

ているかといいますと、暗室のようなところで、蛍光

灯のようなのがかすかについたそういうところで受精

して、それから浮遊期間、ウニの原形ができるのが大

体２週間かかるっていうんですが、その時期が一番ウ

ニの増殖の場合が難しい、不安定な時期で、歩どまり

が悪い、死滅するのが多いという、そういう時期なん

ですが、それも水槽に入れて暗室のようなところで時

期を過ごして、そうしてそれから２週間過ぎて、そし

て外の水槽に出すわけですが、そのときに大体のウニ

の原形ができて、そして、そのときのえさが珪藻って

いう、太陽光で自然に発生する藻のようなものなんで

すが、それも太陽の光でも発生するし、蛍光灯なりそ

の他の電球でも発生するということを聞いています。 

 それで、何よりもいいっていうのは、洋野町の例え

ば増殖施設。ここでは揚水ポンプの電気料が大体

1,000万円かかるって言っているんですよ。あのポン

プ料だけで。もぐらんぴあまでほぼ同量の揚水ポンプ

で水を揚げて、もしこれが使えるっていうことになり

ますと、若干のろ過したにしても、そのまま排水分を

使えるっていうことになりますと、大した経費の節減

になり、事業効果も得られるというふうに思いますし、

それからウニの増殖の水槽なんですが、洋野町の場合

は、野ざらしの外に放置しておくわけですよ。放置っ

ていいますか、屋根がかかんないところに。もしこれ

をトンネルの中に置きますと、何も丈夫なウニでも、

５度以下になりますとえさ食いが悪くなって、成長の

歩どまりがよくないっていうころを言われております。

アワビでありますと、もう１度になれば死ぬっていう

ぐらいのことですから、そういう中でも、冬なんかの



－31－ 

トンネル中の室温がある程度安定的に推移すれば、や

っぱり成長の歩どまりもいいし、事業効率も私はよく

なると思うんです。 

 そういうことで── 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員、簡潔に。 

○畑中勇吉委員  ほかの委員からも出された栽培関係

ですね。増殖関係の話で、市のほうでも前向きに話を

なされておりますから、ぜひ地下トンネルの分は除外

しないで、そこら辺は頭に入れてぜひ事業展開をいた

だければなとそう思うんですが、その点。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  一般質問の際に、久慈

国家石油備蓄基地の地下トンネルを有効に活用にした

らいかがかというご質問をいただいて、市長からお答

えしたとおりでございます。 

 それで今、委員さんは、太陽光でなくても、人工照

明設備があれば珪藻の関係で十分ではなかろうかとい

うお話でございました。専門家からお伺いした際は、

確かにそのとおりでございました。ただ、一般質問の

際、市長がお答えしたのは、こういうふうにお答えし

たのではないかなと思いますが、一定のスペース、一

定の広さが確保できた上、確保できなければという意

味合いで、あそこの地下トンネルの、今私は物理的に

一定の広さがないだろう。あわせて自然太陽光がない

だろうねと、そういう答弁をしたところでございます。

決して、委員さんおっしゃったのを否定しているもの

ではございません。 

 で、栽培センターを考える上に当たって、今の地下

トンネルを除外しないでということでございました。

今現在は、物理的には困難であるというふうにご理解

をいただきたい、そのように思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  林業にかかる木炭産業振興協議会

補助金にかかわって１点だけお尋ねいたしますが、今、

木炭の値段は近年にない高値になっておるわけですが、

127ページですよ、下段のほうです。一番下のほうで

す。今、木炭産業にかかわるといいますか、製造にか

かわっている人数と、一番若い方で木炭産業に、製造

にかかわっている方は何歳なのかお尋ねいたします。 

○委員長（大沢俊光君）  中新井林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  木炭産業振興協

議会補助金にかかわっての木炭の生産者等の人数でご

ざいますが、今、手元の資料でございますが、平成23

年度で64人の生産者となっております。あと生産者で

若い方はどれぐらいかということでございますが、年

代までは確かでございませんが、40代前半の方もいる

というふうには伺っております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  今の木炭のいわゆる中国からの輸

入が、一時期から見ますと随分と輸入が減りまして、

今これから木炭に明るい兆しが見えてきてるというこ

とでございまして、林業も決して悪い要素ばかりでは

ないということでございますので、何とか後継者がつ

くれないものかなと、そのようにとらえておりますが、

その辺のこれからの人材育成ということについては、

何かしら対策とかそういう育成についてありますでし

ょうか。考えをお伺いいたします。 

○委員長（大沢俊光君）  中新井林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  ただいまの後継

者の育成についての対策方法、何かあるだろうかとい

うことでございますが、はっきり申しまして、こうこ

うこういう対策っていうのは今、持ち合わせておりま

せんけれども、去年、北岩手木炭産業振興協議会って

いうのが設立されまして、ここで久慈地域における木

炭産業の振興を図るっていうことで目的でございます。

その方たち等と、後継者の育成等については情報を得

ながらどういう方法があるのか、どういう人たちがい

るのかっていうのも一緒になって話し合って、この後

継者育成を図れればなというふうに思っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  それでは、もう１点だけお尋ねし

ますが、炭窯に対する補助、つくる際に補助金がある

のか。もしあったとするならばどの程度のものがある

のかお尋ねをいたします。 

○委員長（大沢俊光君）  中新井林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  木炭炭窯の補助

についてあるのかということでございますが、市のほ

うでは、その木炭炭窯に係る４分の１程度の助成を考

えているところでございます。 

○委員長（大沢俊光君）  砂川委員。 
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○砂川利男委員  121ページから123ページについてお

伺いします。この有害鳥獣防除対策ということについ

てお伺いをいたしますが、有害防除対策の対象物はど

ういったものを対象に考えており、それにとってかわ

る予備軍的な対象物があると考えているのであれば、

その認識を、考え方をお尋ねいたします。 

 それから、123ページの短角牛と岩手和牛と牛があ

るわけなんですけれども、主に飼われているわけです

が、昔は短角牛が圧倒的に当地方は多い地域だったと

思うんですが、 近は、和牛が多くなって短角牛が少

なくなってきたのではないかなというような感じがし

ますが、この主たる原因はいかなるようにとらえてい

るのかお尋ねをいたします。 

 それから、125ページの岩手農地・水・環境保全向

上対策協議会負担金というものの中身についてお知ら

せをお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  私からは肉用牛のこと

についてお答えを申し上げたいと思います。今、委員

さんから黒毛和種がふえて、そして日本短角牛、短角

種っていいますか、短角牛が減少しているのではない

かというお話でございました。確かにその傾向にある

と思います。その要因としては、まず１点は、山形村

短角牛、これはもう高齢者のために繁殖農家の減少が

第一の要因と考えてございます。 

 私とすれば、確かに物すごい減少でございますので、

農協等と連携しながら地域内一貫生産体制、要するに、

子牛も山形町から出し、そしてその子牛を育てていく

んだと。そういう地域内一貫体制を目指しているもの

でございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  中新井林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  有害鳥獣に係る

対象物でございますが、ツキノワグマ、ニホンジカ、

猿等でございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  失礼をいたしました。 

 岩手県農地・水・環境保全対策事業の中身でござい

ます。これは、地域で農業者と非農業者が連携をいた

しまして、よく共同作業でございますけども、それで

農業者の手が及ばないといいますか、担い手等が減少

している中で、地域内で農業施設、農道とか水路とか、

そういうものを地域みんなの力を合わせて保全してい

きましょうねと、そういう事業でございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  鳥獣害保護についての熊とか鹿のご

答弁をいただきまして、そのとおりなんですけども、

当局は鹿がどの程度ふえているようにとらえているか

というのを私はお尋ねしたい。というのは、今の現段

階では、鹿による農作物への被害とか、あるいは植林

の芽を食いちらして大変だとかいう声は聞こえては来

てない。実際、起きているかもわからんけども。この

ままいくと、近年物すごい勢いで鹿の増殖が、もう人

家のあるところに来るように、うちらのあたりはなっ

てきておるから、何らかの対策を早い段階に講じなけ

れば、被害があって始めたときは、とてもじゃないが

手遅れになるんではないかなという心配の立場からお

伺いをするわけですが。そういった意味でも、私が前

に一般質問で申し上げた市が担当職員が見て判断して、

猟友会等からの駆除できる権限を市が得るようにすべ

きだということを申し上げた経緯がありますが、そう

いう対策も含めて、今後検討していくべきだと思いま

すが、その考え方はどの程度あるかお尋ねをいたしま

す。 

 それから、水・環境保全向上対策に関して、確かに

国のほうでは限界集落というような言い方もされたり

して、地方の小さい集落単位にも何とか活力を出して

いかなければならないんだという観点から、こういう

名目が出てきたと理解しているんですが、そういった

意味において、この市内において、集落営農を実際に

組織になっているのか、あるいはそういうなっていな

いとするならば、指導していくべきだと思うんですが、

どの程度にとらえておられるのかお尋ねをいたします。 

 それからもう一点、山形村と久慈が合併の直前に、

旧山形村のときに、木質バイオに取り組んで、木質系

に優先に取り組むのか、糞尿のバイオに取り組むのか

という議論の中から、たしか糞尿でなかったかなと記

憶しているんですが、経産省の外郭団体に私は理解し

てますが、ＮＥＤＯとかいうところで、どうぞもう工

事にかかってくださいよという決定の通知が出たと。

それをなぜ合併前、工事にかかる運びをしないんだと
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いうお話をしたら、当時は、いやこれはもう合併後に

取り組んでいくんだという説明できたわけでございま

すが、それから足かけ７年近くになんなんとする状況

の中において、どの程度議論されてきたのかお尋ねい

たします。 

○委員長（大沢俊光君）  中居総合政策部長。 

○総合政策部長（中居正剛君）  ただいま合併前にＮ

ＥＤＯから決定通知があって、このバイオ事業に取り

組むんだというお話でございましたが、新市建設計画

の合併関連事業というものがございますが、その合併

関連事業の中に、今お話のそういうふうな事業につい

ては載ってございませんので、今現在、どのような状

況だったかというのは、ちょっと私情報を得ておりま

せんので、今後調べてみたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  私から、鹿のことにつ

いてお答えを申し上げたいと思います。ニホンジカの

出没件数をこの３年間で申し上げますと、平成22年度

はございませんでした。23年度は19件の目撃情報がご

ざいます。それと、24年度、今現在でございますけど

も、５件の目撃情報が市のほうに寄せられてございま

す。 

 それで、この鹿、確かに委員さんおっしゃったよう

に、今現在は大きな被害が見受けられないところでは

ございます。ただ、私は非常に心配してます。一気に

増頭され、そして大きな被害が出てくるかもしれませ

ん。そのように憂慮してございまして、市といたしま

しては、先ほど委員さんおっしゃいましたが、鳥獣被

害防止法に関する、正確な名前ではございませんが、

通常、鳥獣被害防止特措法ということの法律において、

プランニングすれば市町村みずから捕獲の行使をでき

るかもしれません。それに向かって、私は今年度中に

その計画を作成してまいりたいと考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  農地・水関係の組織化に

ついてお答えいたします。現在、市内５地区において

組織されておりまして、今後新たに３集落を組織化す

る検討を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  先ほど総合政策部長さんのお答えを

いただいて、考えていただくということのようですが、

当時、村の場合は外国まで視察に行って、検討をして、

苦労してＮＥＤＯから資金的なものがいただけるとい

うもう着手寸前まで行った経緯がございますので、こ

れをさらに精査していただいて、久慈市の独自のバイ

オマスタウン構想なり何なりに、私は転用していける

非常に有力な問題でないかなというふうに思います。

事実、農水省の関連予算を使って、県内でも２市ぐら

いそのエコタウンをつくっているところがあったよう

な記憶してございますので、それの中身を見れば、久

慈市にない資源を活用してエコタウン構想を取り組ん

でいるわけではないわけですから、久慈市も十分余り

ある資源があるわけですから、これを活用する母体に、

私は十分なり得るものだと思いますので、ぜひともご

検討していただきたい。考え方をもう一度その決意を

お願いします。 

○委員長（大沢俊光君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  バイオマスエネルギーに対す

る取り組みでございますが、これまでもご質問等にお

答えする形で、たびたび答弁させていただいておりま

す。その中で、再生可能エネルギーの重要な柱である

というふうに考えておりますので、可能性をこれから

も探ってまいりたいとこのように思っております。 

 なお、バイオマスには大きく分けて木質系、あるい

は委員ご指摘のいわゆる家畜系等々あるわけでありま

すけども、いずれの面についても研究を進めていきた

いというふうに思っております。 

 ただ、ご指摘の前提が、旧山形村時代に議論されて

着手直前だったからということでは決してないわけで

あります。もしそれを引き継ぐという形で新市に受け

継がれるものであれば、これは新市建設計画の中にし

っかりと位置づけられていたはずですが、当時の記憶

をたどってみても、その点は決して明らかなものでは

ないという認識であります。新市久慈市として、これ

はしっかりと取り組みを進めていくと、こういう思い

でありますので、ご理解をいただきます。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ２点、端的にお尋ねをいたします。 

 これは、123ページの委託料で、特産品開発販路開

拓業務委託料にかかわって、これの開発販路開拓、そ
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の内容をお聞かせください。そして、なおかつ開発販

路開拓を踏まえての今後の見通し、期待を持てるのか

どうか、お聞かせをいただきたい。 

 ２点目は、飼料用の、えさ用の稲の栽培、たしか大

川目で試験栽培でしたか、おやりになっていると思う

んですが、それの状況と見通し、どういうふうにとら

まえているのか、この２点、お聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨康彦君）  私からは、特産品開

発販路開拓事業費についてお答えいたします。内容と

今後の見通しでございますが、製品等の内容といたし

ましては、元レストラン東急の総活シェフさんですか、

大塚シェフさんっておるんですが、このシェフさんを

中心に大地を守る会のファンクラブ企画向けに短角牛

やホウレンソウを使用したキッシュのシリーズが採用

され、製造が始まってございます。また、アレフより、

調理済みハンバーグの委託製造のお話をいただき、23

年度に試作などを重ねてまいった結果、本年４月より

本製造に入ることとなったということでございます。 

 また、もう一つは、被災した東北を食を通して応援

したいと、東北の食を守りたいという思いからスター

トした「ソウルオブ東北」という雑誌みたいなものが

あるそうなんですが、これ向きに商品提案が通りまし

て、一つは京都の料亭で、ミシュランの三つ星をいた

だいた店なようですけども、ここで監修した短角牛の

みそユズ漬けですか、通販でやっておるそうですが、

もう一つは、レストラン米村さんの短角牛とキノコの

カレーセットが婦人画報や高島屋ギフト企画などで製

造販売をいたしているとのことでございます。 

 また、地元向けの短角牛ハンバーグも完成しました

ので、今年度から大地向けじゃなく、地元向けのハン

バーグでございますけども、製造販売を開始いたすと

いうことでございます。アレフのハンバーグの調理は、

本年５月から月8,000パックの製造予定に入っている

とお伺いしてございます。事業の成果も少しずつでは

ありますが、見えてきたということで、農舎の関係者

のほうからお伺いしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  耕畜連携による米の飼

料、そしてＷＣＳについてお答えを申し上げたいと思

います。これは、耕種農家、畜産農家の連携によって

成りたっているものでございます。それに加えて、わ

らも耕畜連携で有効に使いましょうということで、委

員さんおっしゃったように、大川目地区、そして夏井

地区で推進しているものでございます。 

 これは行政と生産者のみではなく、もちろん農協さ

んからも入っていただいて、大いに有効であるという

お話をいただいて取り組んでおります。そして、農協

さんの大幹部も、これは新岩手農業協同組合で大いに

進めるので、生産者も行政もついてきていただきたい。

そのようなお話を伺ってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  答弁いただきましたが、今のえさ

用の稲の栽培では、大いに期待できるということなん

ですが、現在の作付面積ですね。それから、そうすれ

ば近々面積の拡大等も図るということになりますね。

その点いかがでしょう。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  作付面積まで記憶して

ございませんでしたので今、資料を取り寄せてお答え

をいたしますけども、いずれこれ、先ほども申しまし

たように、耕畜連携として非常にいいことだというこ

とで推進していくべきものだと、そのように考えてご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  下舘委員。 

○下舘祥二委員  短角に関連しましてちょっとお伺い

したいと思いますが、おととい、日曜日の報道番組で

短角牛、久慈市の山形町の小国が出てまして、熟成肉

についていろいろ大変、赤肉の画期的な食べ方だって

いうことで出てたようですが、大変報道番組ではほめ

たたえて、これはすばらしいもんだということだった

ですが、一方では、あんまり切り合わせて見ますと、

いま一これはちょっとよくないっていうような話もあ

るんですが。その辺の真意っていうか、それはわかん

ないにしても、当局ではどういう認識をお持ちかちょ

っと伺いたいと思います。 

 それからもう一つですが、さっき木ノ下委員の質問

で、炭窯に４分の１の補助っていう話ですが、これち

ょっともう一回確認します。確かでしょうか。４分の

１補助っていうことでお答えしたようですけども、あ

れは100万、200万円ぐらい、恐らく炭窯っていうのは
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かかるんじゃないですかね。それは確かなのかちょっ

と確認します。 

○委員長（大沢俊光君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨康彦君）  おとといの報道等ご

ざいますけれども、朝７時半から何か報道特集か、私

もちらっと見とったんですが、ドライエイジングとか

何とかっていう熟成させる手法なようなんですけれど

も、今、この前の報道を見てございますと、大分技術

的にはクリアしなければならない多々問題点あるとか

いう内容でございますけれども、実は私、９月の中旬

に札幌のアレフ本社にハンバーグの関係でちょっと要

望に行った際、アレフの直営店でその熟成肉を昼食に

食べてきたわけですが、はっきり申しまして、本当に

抜群にうまいとかそういう、私個人の見解ではそうい

う感じ持ったんですけども、いずれ報道見ますと、こ

れから赤肉等に関しまして有利なといいますか、熟成、

おいしくいただける肉ということで、注目を浴びてい

るということですので今後、生産者とかそういう関係

団体等と情報を収集しながら勉強してまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  中新井林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  先ほど炭窯に対

して市の４分の１という補助ということでお話しまし

たが、それは確かなものかということのお話でござい

ますが、私ちょっと説明が足りなかったと思いまして

今、これまでの事業で県単事業を参考にしまして、上

限を設けまして、それに対して４分の１程度の補助を

するということでございます。平成23年度の事業で申

しまして、金額の額でございますが、８万円を上限と

いうことでなっております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  下舘委員。 

○下舘祥二委員  ありがとうございました。 

 先ほども木ノ下委員が話してましたが、後継者を育

てたりするっていうことは非常に大事なことで、特に

久慈市は日本一の炭の里のはずです。日本で一番の黒

炭を出荷している地域だと思いますので、これは大い

にいろんな支援をしていかなきゃならないと思います

ので、ひとつその辺よろしくお願いします。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  １点目は、今、えさ米の話が出たわ

けですけども、ご承知のとおりトウモロコシの干ばつ

がアメリカで行っています。もう既に、輸入のえさが

高騰してるっていうことで、国も当然その対策をとる

わけですけども、この問題は畜産を営んでいる方々の

死活にかかわる問題だと思うんですが、この輸入えさ

のアメリカでのトウモロコシの干ばつによる不作によ

り高騰が予想されているわけですけども、その点につ

いての情報とかとりながら、対策練らなきゃならない

と思うんですが、どのようなことになっているのか。

農業新聞等では、もう既に心配の記事が多々出ており

ますが、市当局とすればどのようなことをお考えにな

っているのかお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、これ125ページですが、今回、県営ため

池等整備負担金ということで1,575万円か。たしかこ

れ、15％の負担で県事業なんですが。いわゆる国が土

地改良区のこれは農村農業振興地域における用水路の

整備で１億500万円ですかね、この総事業があったわ

けですけども、その関係で、実はいわゆる農業振興地

域のこれまでずっとお話してきた寺里から天神堂にか

けての用水路が、県のこの県営ため池整備事業でやら

れるんじゃないかというそういう状況が出てきてるん

ですが、その状況についてどうなっているのか。先日

も老朽化した幹線から水が漏れ、久慈小学校の裏の住

宅地内に水が流れるということで、もうちょっとで住

宅地に水があふれるっていう状況があったんですけど

も、いずれ今、ちょうど農作物、水田も稲刈りの時期

に入っていますから、今あんまり水が来ていませんけ

れども、いずれこの老朽化した用水路の修繕という抜

本改造というのは緊急の課題だというふうに思ってい

ますが、やっと県が腰をあげるやに伺っておりますけ

れども、市はどのような対応をしているのかお聞かせ

ください。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただいまの２点のご質

問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、アメリカのトウモロコシ不作と、それで価格

の高騰があるのではないかというご質問にお答えをい

たしたいと思います。専門誌によれば今、委員おっし

ゃったような状況であるというふうに報じられていて、

恐らく価格は高騰するのではないだろうか、そのよう

にとらまえてございます。これについては、資料の正

確な名前をちょっと記憶してございませんが、価格を
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抑える基金がございまして、これは十分に国から補て

んされるべきものと、そのように考えてございます。 

 委員長すみません。ここで、保留している答弁をお

答えいたしたいんですが、よろしいでしょうか。 

○委員長（大沢俊光君）  どうぞ。 

○農林水産部長（村上章君）  すみません。じゃあ、

２点目の幹線水路の点でございます。農振地域外の地

域における補修ができるかできないか、その見通しと

いうことでございました。これについては、具体的に

は寺里、天神堂の箇所を指すものととらえましたけど、

これは事業主体なるべきところを想定しますと、県営

事業で実施していただきたいということで、県北広域

振興局に申し入れをしており、そして現場を見ていた

だいて今、検討をしていただいているところでござい

ます。そのような状況にあります。 

 以上ですが── 

○委員長（大沢俊光君）  どうぞ、保留答弁も。 

○農林水産部長（村上章君）  すみません。飼料とい

う思いで先ほどお答えいたしたかったんですけども、

小野寺委員に保留している面積でございます。ＷＣＳ

プラス飼料米全面積で10.7ヘクタールでございます。

そのうち飼料米は20アール。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ぜひ用水路の整備、県で主体、県営

事業のほうで実施するという方向で動いてますので、

全力を挙げてこれは実現方を図るようにこれは進めて

いただきたい。これは強く要望しておきますし、それ

からいわゆるえさの価格高騰については、基金で補て

んされるというふうに答弁あったんですけども、ただ

この基金も非常に潤沢ではないようなことも伺ってい

ますので、ひとつ県を通じて国に対してきちんと要望

していくことも大事だと思いますので、この点では本

当に農業者団体と協働しながら機敏な対応をしていた

だきたいと思うんですが、よろしくお願いします。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  今いただいた２つの点、

本当に水路はこれがなければ農業はできないわけでご

ざいます。強く要望してまいりたいと思いますし、基

金の点についても注視しながらそういうことになった

際は、強く国に訴えてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  先ほどの炭窯の補助金の関係なん

ですが、１基つくるのにいわゆる８万円の補助という

ことだそうですが、余りにも情けない話でありまして、

これは誰しもが聞いても「ああ」と思うでしょうから、

ある程度の、先ほどの答弁がちょっとまずかったとい

うことで修正があったわけですが、やはり少なくとも

３分の１程度の補助金は欲しいものだなと。やはり産

業というのはやはりある程度やる気を起こさせると、

そういうものであってほしいなと、そのように考えて

おります。 

 それから有害鳥獣の関係なんですが、当局では、多

分情報をお持ちではないと思うんですが、夏井の富原、

ここに上夏井といううちがあるんですが、あそこにト

ウモロコシ畑があるんですが、そこに恐らくこれマタ

ギの方の話ですと、トウモロコシ畑に今現在、５頭の

熊がいるようだと。５頭ですよ、皆さん。たったトウ

モロコシ畑の一角に、恐らくほとんどの方がこの情報

をもってないと思います。これは、いわゆるマタギの

方が言っておりますから、間違いないでしょう。 

 そういう関係で、皆さん被害がなければ目が覚めな

いわけですけれども、私もことし熊に３回ばっかり出

くわしてるんですが、いわゆる髪が逆立つんですよ。

怖さを皆さん知ってますか。真っ黒いものが目の前を

横切ったなら。ただ私は、こういう議員という立場で

すので、余りこういう機会じゃない限りは口にしませ

んけども。人を怖がらせるだけですから。そういうこ

とで、その辺の調査もしたほうがよろしいんではない

かなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（大沢俊光君）  木ノ下委員、答弁を求める

んなら。 

○木ノ下祐治委員  答弁を求めます。先ほどの補助金

なんかは気に入らない。 

○委員長（大沢俊光君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  木炭振興にかかわって、

炭窯への補助金のお話でございました。課長からは、

今の実際に補助している金額をお話したものと私はと

らえましたけども、いずれ大きな釜はある程度のお金

がかかります。私が覚えている中で、大きな釜ですと

200万円程度かかるだろうと、そのように承知はして

ございました。それで、被害があった際には市のほう

からも補助し、また木炭協会も補助しながら久慈地方、
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久慈市って言ってもいいでしょうが、木炭振興を支え

てきたとそのように思ってございます。そのような久

慈市を代表する木炭でございますので、今の制度につ

いては一つ一つの事案を見極めながら考えてまいりた

いと思います。 

 あと熊の出没の件でございます。たしかきのうでし

たか、私テレビ見て驚いたんですが、川のそばで人が

襲われてけがしたと。そのような実態にあるようでご

ざいます。久慈市においても、一般質問の際もお答え

しましたが、人家のそばまで来てスイートコーンを食

べていると。本当にそれは恐ろしい気がします。 

 木ノ下委員は今、そういうことは、出没の状態等は

知らせなかったということですが、ぜひ人的被害の防

止のためにもそういう目撃があった際には、ぜひとも

久慈市のほうに情報を入れていただきたい。そのよう

にお願いを申し上げるものでございます。 

 それで、一般質問の際にも言われましたが、駆除を

する感覚をお持ちなさいということでございました。

鳥獣被害対策の特措法の関係で、先ほどもお答えをし

ましたが、プランニングを終えて、ぜひともそういう

駆除する感覚、私は持ってまいりたいと考えておりま

すので、ご理解をお願いいたします。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 この際暫時休憩いたします。再開は午後３時40分と

いたします。 

    午後３時19分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後３時40分   再開   

○委員長（大沢俊光君）  休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 審査を継続します。この際、５款で小野寺委員から

の質疑について、答弁を保留しておりましたので、そ

の答弁を求めます。下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、５款の労

働費のところで、城内委員さんからご質問いただいて

いました答弁保留についてお答えを申し上げたいと思

います。 

 いわゆる雇用相談員設置事業の委託事業の23年度の

実績についてどうなんだというご質問だったと受け止

めております。ご案内のとおり、新卒者等の就職率向

上に努めることを目標として、いわゆる企業の訪問、

あるいは企業の情報発信、あるいは就職支援セミナー

等を実施してございまして、企業の訪問、いわゆる情

報収集であったり情報発信のための企業訪問は、３カ

月にわたって37社を訪問し、いわゆる情報収集をして

ホームページ等に掲載をしてございまして、またその

就職支援応援ネットのところのアクセス数につきまし

ては月、大体２万件というふうに出ております。さら

には応援セミナーにつきましては、高校生の就職者を

対象とした就職支援セミナーというものを開催し、73

人が受講をしているというような実績となってござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  失礼しました。先ほどの小

野寺委員と申しましたが、城内委員の質問でございま

したので、おわびして訂正申し上げます。城内委員。 

○城内仲悦委員  答弁いただきましたけども、担当し

ている方は、雇用相談の関係ですけれども、いわゆる

一般的に若い人なの、それとも中年の人なの、高齢者

が対応しているのか、どういう方が対応しているんで

すか。 

○委員長（大沢俊光君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  これにつきましては、

ふるさと雇用、緊急雇用の一環として実施しておりま

して、20代の女性の方１名を雇用して実施しておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  ７款商工費、質疑を許しま

す。上山委員。 

○上山昭彦委員  ありがとうございます。商工費で振

興費、観光費があるわけですが、さまざまな委託料が

ありまして、いろいろな業務が委託されております。

これは、この委託料を利用して緊急雇用も多く多分使

っているはずです。100名を超える方々がこれを利用

してるんじゃないかと思いますが、その方たちが今さ

れている業務というか、それがいつまでもこの委託料

でなされるわけではないと思います。それがなくなっ

た場合、今この委託先が観光なりそういう振興でうま

くいっていればよろしいんですが、その委託がなくな

った場合にそのまま、うまく事業が維持していけるよ

うなその辺の指導というのはなさっているのかお聞き

したいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  緊急雇用等で現在雇
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用している臨時職員、それから委託事業者で働いてい

る人たちの将来的なことについての指導等ということ

でございますが、すべての緊急雇用の方が正社員に結

びつくのはなかなか困難なであるとは考えております。 

 なお、観光施設等、あるいは専門的な例えばジオ

パークの研究員等につきましては、それぞれの技能等、

特殊な技能等をお持ちの方ですので、緊急雇用がなく

なっても何等かの形でそれらを生かしていけるような

ことで指導というか、こういった研究等を今から進め

ていればというようなことはやっておりますが、すべ

ての臨時職員の方にはなかなかそうはいかないだろう

というふうには考えております。技術等を身につけた

方々については、できるだけそういった雇用している

ような企業さん等とも協議しながら、できるだけ就職

に結びつくようなことも何とか考えていきたいとこの

ように考えております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  その個人、緊急雇用で雇用されてい

る方はそれでよろしいと思います。それ以外に、事業

主のほうです。雇用している方のほう、その方たちが

今、緊急雇用で来られている方たちがいなくなった場

合、うまく観光振興につなげる自分のとこの業務なり

事業を続けていけるような観光客、町なかに訪れた方

たちに満足いけるサービスができるようなそういう体

制を事業主が整えられるような、そういう指導もして

いただければいいと思うんですが、その辺をお伺いい

たします。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  ただいまの質問、雇

用している事業者側等の雇用者がいなくなった場合の

事業を、継続なり充実していくような指導ということ

なようにお伺いしましたけども、これにつきましては、

関連する商工会議所等の経営相談とかいろんなものを

活用しながら、その事業者が充実した内容で事業継続

なり充実していけるような制度なり人をすぐ派遣する

っていうのはなかなかいかないと思いますけれども、

今後、連携しながら検討をしていきたいと思います。

せっかくこの事業で配置した事業が縮小しないような

方向で何か考えていきたいとこのようには思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  その辺はうまく指導して、事業が軌

道に乗るように、また個人の方たちも再就職がうまく

いくように指導していただければよろしいかと思いま

す。 

 もう一つ、133ページの中段、ポケットパーク管理

業務委託のとこなんですけれども、ちょっと小さいと

ころで申しわけないんですけれども、これは市内に２

カ所あるトイレがあるとこの委託でよろしかったでし

ょうか。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  ただいまのポケット

パーク管理業務委託料のこのポケットパークの所在地

ということですが、八日町のポケットパーク、消防の

分署があるところと、本町のポケットパークの清掃と

か維持管理等について、それぞれ町内会等に委託して

いるものでございます。 

○委員長（大沢俊光君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  わかりました。ありがとうございま

す。 

 ここのポケットパークですけれども、ここには市内

には数少ない防犯カメラが設置されていると思います。

なかなか夜間でも鍵がかかるような状態のトイレで、

さまざまな事件、事故に巻き込まれるということも考

えられますので、防犯カメラはよろしいかと思います

が、防犯カメラの管理というのはどちらが行っている

んでしょうか。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  防犯カメラの管理に

つきましては、これは専門の業者というか保守点検等

で、何かあった場合にはそれを見るというのが主体で

ございますので、毎日町内会なり市が行って見ている

というような状況にはございません。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  そうしますと、防犯カメラで写って

いるデータは、業者のほうで管理してるということで

しょうか。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  委員ご指摘のとおり、

専門業者の管理ということになります。委託というこ

とになるかと思います。 
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○委員長（大沢俊光君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  わかりました。事故がなければ一番

よろしいんですけれども、さまざまな今、世間騒がせ

ているような事故もありますので、その辺の管理につ

いては徹底していただきたいと思います。 

 もう一つですけども、昨日、おとといと、ぐれっ

と！やまがた街道祭というのがありまして、天候にも

恵まれて年々にぎやかになってきていると思います。

この辺の内容についておわかりであれば、きのう、お

とといので恐縮ですが、教えていただければと思いま

す。 

○委員長（大沢俊光君）  澤口山形総合支所長。 

○山形総合支所長（澤口道夫君）  ぐれっと！やまが

た街道祭でございますが、10月の６、７、土日でござ

いますが、山形町全域、17カ所のスタンプラリーとか

いろいろございまして、現在、詳細な集計中でござい

ますけれども、約１万6,000人の来場があったと。昨

年並みであったというふうに事務局のほうから聞いて

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  山形町の地域活性化にすごくいい事

業だと思いますので、予算的にも少し広げて発展させ

ていただければよろしいかと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  いいですね、答弁は求めま

せんね、上山さん。 

○上山昭彦委員  結構です。 

○委員長（大沢俊光君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  １点だけちょっと。先ほどの上山委

員の関連なんですけど、ポケットパークの防犯カメラ

ですけど、実はテレビジョンっていうんですか、掃除

用具等々を置いてあるところをあけますと、設置され

ているんですよね、テレビ画面が。それで私、朝掃除

されている方を見たことあるんですけれども、全くつ

いてないっていうのか。ですから、町内でこれ本当に

作動してるのかなという素朴な疑問があるんですけど、

そこら辺はいかがなものなんでしょうか。ひとつお願

いします。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  私のほうでは常時作

動できる状況というふうには聞いてますが、実態どう

かということで今、確認してご答弁申し上げます。 

○委員長（大沢俊光君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  じゃ、よろしくお願いします。 

 それでは、133ページの観光交流センターの関係で

す。資料を見ますと、ここの中の市民協働ホール、要

するに会議室ですね、２階の。これが年々利用件数が

ふえまして、平成23年は526件ということ。それから

多目的ホールは726件ということで、365で割ると１日

１件以上、多目的ホールあたりはもう１日に午前午後

と２回ぐらい利用されてるということなんですけど、

やはり場所がいいというんですか、人が集まりやすい

ということで、ここの特に２階の会議室を借りたいと

いう声が多いんですけど、なかなか借りれないと。そ

こで私、ほかにも同じような意見の方あったんですけ

ど、あの土風館の事務所の、こちらの風の館のほうの

事務所の上がデットゾーンというんですか、ちょうど

吹き抜けになってまして、あそこにもう一部屋できる

んではないかなと常々考えているんですけど、そのよ

うなことを考え方ことはございませんか。それひとつ

お願いしたいと思います。 

 それから、ちょっと下がりまして、街なかコンシェ

ルジュ設置事業業務委託料ってここ書いてあるんです

ね。それで、137ページになりますと、駅前コンシェ

ルジュ設置事業委託料って、この業務が入ってるのと

業務が入ってないので、ちょっと仕事の内容が多少ど

のように違うのかお尋ねいたします。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  まず、先ほどの画面

のデータの件ですが、画面は切れているように見えま

すが、データは保存されておりまして、何かあれば警

察等依頼あった場合は管理業者がデータを抽出するシ

ステムとなっております。 

 それから、ただいまのご質問ですが、市民協働ホー

ルということで、土風館観光交流センターの施設の関

係で、デットゾーンというかそういうとこにもう一部

屋という件ですが、これについては現在、検討はして

おりませんので、管理者等とそこは研究してみたいと

思います。確かに利用等はかなり混雑しているという

ふうに、時間刻みでも利用されているというふうに伺

っております。 

 それからコンシェルジュ事業でございます。 初の

ほうのコンシェルジュ事業は、土風館への観光案内を
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する方、それから街なか回遊性向上のためのいろんな

イベントをする事業等ということで、これは街の駅の

ほうへの委託になります。 

 それから37ページの駅前コンシェルジュのほうでご

ざいますが、これは三陸鉄道さんに委託しておるもの

でございまして、これの駅前にいていろんな観光案内

とか、管外等の観光地等の案内をしていただくもので

ございます。これにつきましては、三鉄さんのほうは

２人、緊急雇用の事業になります。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  私の聞き方も悪かったんですけど、

素朴に業務っていう言葉が、文言が入っているという

のは特別に意味があるのかということがちょっと聞き

たかったんですね。ないっていうわけですね。 

 そしたら137ページの海とさかなの魅力、これは多

分、まちなか水族館のことだと思いますけど、過般の

一般質問で、もぐらんぴあできた後も何らかの形で海

を感じさせる施設としてずっと活用していきたいとい

うようなことでございましたので、それはそれでいい

かと思いますけども、実はここ、空調設備がないよう

に感じたんですよね。夏行きますとすごく暑くて、そ

れで多分私は、 初、とりあえずもぐらんぴあができ

るまでの活用だから、そういうところの設備に投資し

ないのかなと思いましたけど、過般の一般質問の答弁

聞きますと、いやこれからもある程度の期間、活用し

ていきたいというようなニュアンスに私は受けとめた

んですけど、ぜひ空調設備、設置されてはと思います。

いかがでしょうか。 

○委員長（大沢俊光君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  先日の一般質問の中

での質問の内容にかぶってくるわけですが、私自身と

して、個人的にもそういう方法も一つの方法としてあ

るのではないかということで、ご案内のとおり緊急雇

用の創出事業で実施してますので、現実的には期限も

あります。終了になったときに、本当にそれにお金を

かけてまでもまた継続してやるのかどうか、そういっ

た部分については、これから当然ですけれども、私個

人だけの考えというわけにまいりませんので、協議し、

そういったものが継続されるのであれば、そういう活

用も一つの方法であるだろうと、このように考えてお

りますので、今現時点、空調設備等々また整備して実

施していくのかという部分については、これから十分

に検討なされるものだろうと、このように考えてござ

います。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  133ページ、商工業振興費の委託料

についてお伺いしますが、山根温泉のべっぴんの湯の

商品開発で成果が上がったなということを申し上げて

おりますが、この中でも成果が上がっているのがある

のかなと思いながら質問をしますが、新分野人材育成

事業業務委託料2,400万円、この内容と成果。次に、

137ページの委託料、中段になりますが、地産地消特

産品弁当提供事業業務委託料、その下のアンテナショ

ップモデル事業業務委託料、この３つについての内容

と成果についてお伺いします。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  それでは、私のほう

からは137ページの地産地消特産品弁当提供事業業務

委託料、アンテナショップモデル事業委託料について

ご説明いたします。 

 まず、地産地消の関係ですが、これは郷土料理であ

るまめぶ料理等を推進していくものでございまして、

成果としては駅前の店の設置や弁当の配達事業等をし

ているものでございます。雇用としては、新規で５名

となっております。 

 それからアンテナショップモデル業務委託料のほう

ですが、これは市外で魚っていうか、北三陸天然市場

さんが盛岡市のみたけのほうにアンテナショップを開

設いたしまして、これの事業になります。７名の雇用

となっておりますが、これについてはかなり評判がよ

かったというふうで、事業の拡大等を検討しています

というふうなことで伺っております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  土井尻産業開発課長。 

○産業開発課長（土井尻英明君）  私からは、新分野

人材育成事業業務委託につきまして答弁申し上げます。

この事業は緊急雇用事業でございまして、事業の内容

といたしましては、久慈市内の企業が自社ブランドを

冠した商品による新分野進出する事業において、新規

雇用者に対してその商品製造等を研修させて人材育成

する事業ということでございまして、昨年度は３社の

企業に委託をしているものでございます。 

 この成果といたしましては、雇用事業ということで、
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新規で11名を雇用していたものでございまして、例え

ば商品で申しますと、酸素発生装置であるとか、それ

からあとおからを使った健康食品のパン、それから琥

珀の万年筆、こういったものを製造委託ということで

雇用につなげていただいております。 

 このうちおからを使ったパンにつきましては、いろ

いろ企業努力等もございまして、ホームページ、その

他等で情報発信をしておりまして、順調に進んでいる

というふうに聞いておりますので、その他の商品につ

きましても、今後その販売のほう、そちらいろいろ企

業さんからもお伺いしながら、今後の展開、あるいは

販売促進等について、専門家を派遣するなど日々企業

訪問をしながらお伺いをして進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  ただいまの３つの委託事業につきま

しては、今後も継続していくのかどうかお伺いしたい

と思います。 

○委員長（大沢俊光君）  土井尻産業開発課長。 

○産業開発課長（土井尻英明君）  この事業につきま

しては、23年度単年度というふうな事業でございまし

たけれども、今後、状況を見ながらいろんな形でいず

れ支援を継続してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  地産地消とアンテナ

ショップの件ですが、アンテナショップのほうはふる

さと雇用関係は２年ということで、今年度で終わると

思います。それから、地産地消のほうにつきましては、

22年度着手は２カ年ということですので、来年までは

可能かと思いますが、これは事業者というか、協議し

まして来年もどうかということの協議はこれからにな

ると思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  139ページの中段になりますけど、

いわてデスティネーションについてですけども、４月

から６月までの３カ月間、当市でも力を入れて推進し

たと思いますけども、その成果と課題について答弁を

よろしくお願いいたします。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  ４月から６月末日ま

で実施しましたいわてデスティネーションキャンペー

ンの当市の取り組みと課題とか成果ということだと思

いますが、これは県内全部の事業でございましたが、

当市の取り組みといたしましては、独自に久慈駅から

の駅からハイキング、それから大学生等が参画してい

ただいた企画でＪＲの時刻表にも載せていただきまし

た事業と、それから独自のＰＲ活動等を実施しており

ます。 

 人が結びついたかということでございますが、これ

につきましては、これをやってこの効果でいっぱいふ

えたというふうにはなかなか考えにくい数字はなって

おります。ただし、バスの盛岡から田野畑とか、そう

いうこのＪＲ自体の事業としては、久慈まで届いてい

るのはないですが、さっきも言った独自の取り組み、

それから観光バスの誘致等をやりまして、例えば土風

館等のバスの台数等１桁だったのが２桁になっている

とか、そういう状況ではございます。 

 ただ、課題といたしましては、６月までの事業の全

国へのＰＲした分、今年度いっぱいは東北観光博での

ＰＲもございますので、継続してこれらに関連したＰ

Ｒ、それから物産展とかへの参画等で誘客等に努めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  今、答弁いただきました。いろん

ないずれ久慈にも来たということですので、ぜひこれ

をこの成果と課題は次の「あまちゃん」の終了後にも、

こういうものを生かして、この久慈市をＰＲしながら

観光客増につなげていかなければならないなと思って

おりますので、ぜひともそちらに向けて取り組んでほ

しいとこのように思います。 

○委員長（大沢俊光君）  答弁求めますか。 

○下川原光昭委員  できたらお願いします。 

○委員長（大沢俊光君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  今、委員からお話あ

りましたように、ＤＣキャンペーン、あるいは東北観

光博、課長からも今お話申し上げました。それに引き

続いて、ＮＨＫの連続テレビ小説の「あまちゃん」の

関係も含め、観光客の誘客をということでございまし

て、先日以来、ご答弁申し上げておりますけれども、

まさにそういった支援協議会もできました。その中に
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部会も設置してございます。そういった皆さんと連携

しながら、多くの方々においでいただけるような方策

について、一生懸命取り組んでまいりたいとこのよう

に考えております。 

○委員長（大沢俊光君）  下舘委員。 

○下舘祥二委員  18番。先ほどぐれっと！やまがた街

道祭の総合支所長より大変成功裏に終わった話を伺い

まして、私も２日間回って見ましたんですが、大変な

反響で、年々出展者も充実してきているなという感じ

もしますし、そして根強いファンもふえているなとい

う感じで、ことしは少しやっぱりキノコが早かったの

かと思って、キノコの出が非常に少なくて、それを期

待して回ってくださる方々もちょっと残念がっておっ

たようでありますけども、たまたま霜畑をこう回って

おりまして、陳情を受けまして、シャトルバスは出て

いるのかと、どっからどういうふうに出ているのかと

言われまして、ちょっと私も答えに困った経過があり

ましたんですが、その辺をちょっと伺いたいと思いま

す。 

○委員長（大沢俊光君）  澤口山形総合支所長。 

○山形総合支所長（澤口道夫君）  ぐれっと！やまが

た街道祭のシャトルバスでございますが、土風館から

発着といいますか、そういった形で出ております。た

だ、ことしは土曜日１日だけの運行だったというふう

に聞いております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  下舘委員。 

○下舘祥二委員  ぜひそこら辺を充実していただいて、

１日に１本とはいわず、できるだけそういうふうにし

てお客様も随分期待している方いらっしゃるようです

し、その辺、次はひとつ大いにそういったものも充実

させながら、また各地区によって特色が非常にありま

して、地区総ぐるみで出ているところもあれば、また

そうでないとこもあったり、やっぱりそこの特産物き

ちっと出しているところもあったり、さまざまですの

で、その辺も調整方をきちっとしていただくなりして、

まだまだ魅力が出てくるこれは企画だと思いますので、

ひとつ大いに頑張っていただきたいと思います。答弁

よろしくお願いします。 

○委員長（大沢俊光君）  澤口山形総合支所長。 

○山形総合支所長（澤口道夫君）  私も実際、土曜日

でしたけれども、10数カ所ですか、なかなか全体とい

いますか、地元の方が出店するところについては全て

回りましたけれども、それぞれ特色のある特産品もご

ざいましたし、またヤマブドウでありますとか、キノ

コについては若干遅かったんですが、ただ、今朝入っ

たばっかりだよというふうな話で、マツタケとかも出

しているところもございました。ただ、一部には、ま

たどこへ行っても田楽とか、みそモチだとか、そばだ

とかっていうふうな話も実際あるのも確かでございま

す。 

 ますます来場された方々が山形町を堪能いただける

ように、そういった下舘委員さんのほうから話あった

ようなことについては、実行委員会のほうでも十分話

して、もっともっと盛り上げていきたいというふうに

考えておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  １つ目は、133ページの住宅リフ

ォームのところですが、750万円の予算額に対して不

用額が144万6,000円出てるんですけど、この住宅リフ

ォームはずっと人気があって、ずっと伸びてきている

事業なんですけども、23年度不用額が出た要因につい

てどのようになっているのかお聞かせください。 

 それから今、もぐらんぴあまちなか水族館が駅前に

緊急雇用創出事業で開設なっているんですが、この決

算書でいうと海と魚の魅力全国発信事業業務委託がそ

うなのか、このことについての備考欄でどこの節に当

たるのかとあわせ、内容をお聞かせください。何名雇

用しているのかお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  住宅リフォームの不

用額の件でございますが、当初想定しておりました事

業から、想定した部分より申請が少なかった部分の不

用額となっております。ただ、内容といたしましては、

73件の申請がございまして、前年度87件だったところ

から、これらの基準に予算はとっていたものでござい

ます。工事費は１億8,000万円程度ということになっ

てございます。 

 それから、海と魚のほうの雇用ということでよろし

かったでしょうか。まちなか水族館に該当するのは、

137ページの中段の海と魚の魅力全国発信事業業務委

託料3,200万円ほどのものでございます。 

 なお、これについては雇用は８名となっております。 
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○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  これは、あくあぷらんつさんに委託

してるんじゃないかというふうに思うんですが、この

８人の雇用してるっていうことですが、人件費の委託

費ですが、１人当たり幾らになっていますか。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  ８名の雇用の人件費

の１人当たりというでございますが、基準額は収入基

準額等を適用しておりまして、１万5,100円の単価と、

9,000円の単価、それからアルバイト等の単価等に分

かれてございます。これにかかわる人件費の部分は

1,729万7,256円、その他アルバイト等の分もございま

すので、456万8,760円、それ以外は他の経費等となっ

ております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  この１人当たり、これ１日当たりと

いうことで１万5,100円っていうのは、いわゆる社長

級の人なのか、８人のうち１人が１万5,100円、あと

の７人が9,000円ということなのかお聞かせいただき

たいと思います。 

 それから、先ほどの答弁の中で部長のほうから、個

人的な意見だがこのまちなか水族館の継続なりを考え

ているような答弁あったんですけども、そういう私見

であっても、こういう公の場で発言するっということ

は、ひとり歩きしますよね。やっぱり慎重にするべき

であって、私自身は半崎の津波が来る場所については

今でも反対ですし、あえて言えば、向こうをやめて駅

前だけにするんだったら、それはまあ反対はできない

だろうというふうに思ってましたけども、両方にさら

に海にももぐらんぴあをつくると。さらに継続して駅

前にもまちなか水族館を設置するんだということ、私

見であっても非常に、私はこれは問題があるなという

ふうに思ってるんです。 

 というのは、確かに観光客を誘致するいろんな手だ

てが必要ですけども、危険な場所につくると。その安

全性についても、責任者がどなたか明確にないまま進

められています、半崎についてはですね。この点、私

は、行政がいろいろ仕事をしていく上で、皆さん方も

未来永劫現在の部署にいるわけじゃないわけですよね。

もぐらんぴあについて言うと、私は安全対策がいろい

ろ必要だけども、しかし津波が来ることは明らかだと

いう中で、安全対策の責任者はどこにある、だれが責

任をとってくれるのかと。あるいは、例えばその人が

退職したらどなたが引き継いでいくのかいうあたりま

できちっとしておかないと、結局建てて、後はわから

ないままになってしまうということがあるわけですの

で、一つは今すすめられているこの半崎のもぐらんぴ

あの安全対策の責任者はどなたなのか。それから今、

先ほど私見と言われましたけども、この駅前のまちな

か水族館についての継続について、どこまで考えてい

るのか。 

 それからもう一つは、いわゆるさかなクンが久慈市

に来て、魚についていろいろ子供たちと交流しながら

いろんな役割を果たしていただいておりますが、この

さかなクンとの窓口は、久慈市なのかあるいは水族館

の指定管理を受けているあくあぷらんつがこのさかな

クンとの窓口になっているのか、その点についてもお

伺いしたいし、それからこの水族館に関連して、さか

なクンと何か特別な協定なりを結んでいるのかどうか。

しょっちゅう来ますけども、その費用はどこで払って

いるのか。ただで来るというわけじゃないですし、ボ

ランティアで来る場合もあるでしょうし、その点が全

く見えないんですけども、さかなクンの久慈へ来る場

合の費用等については、久慈市なのか委託先のあくあ

ぷらんつで持っているのか、そこも含めてお聞かせい

ただきたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私から、まちなか水族館に

かかわってのご質問にお答えしたいと思いますが、こ

れは前、さきの一般質問の中でも議論になったわけで

ありますけども、中心市街地の活性化２期計画の中で、

あのまちなか水族館のあり方を具体には市として検討

するっていうふうな、そういうふうなことであります

ので、確かに駅前の商店街のにぎわいっていうことに

ついても非常に大きな効果をもたらしているわけでご

ざいますし、商店街の方々もそれぞれの店頭に水槽を

置いて、丸ごとまちなか水族館っていうふうな、ちょ

っと名称はあれですけれども、そういうふうな位置づ

けの中であの駅前商店街云々とか自分たちで活性化し

ていこうという取り組みも行っているわけであります

ので、いずれそういうふうなこと等も背景にあります

ので、この２期計画の中であのまちなか水族館を今後

どうするかっていうことについては、具体には市とし
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ても検討していくっていうふうなことでございますし、

できれば財政、財源的な問題もありますけれども、も

ぐらんぴあのサテライト的な位置づけもあるのかなと

いうふうに思ってますけれども、いずれ計画の今後の

２期計画の中でここは具体に検討していきたいという

ふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  私のほうからは、２

点について。まず、賃金のほうの基準ということでし

たが、これは市の基準表を使っておりまして、残り７

名については日額8,180円で、月額で17万1,780円の臨

時職員の相当するものを適用しております。また、社

長等につきましては、これは全従業者が10人で、新規

雇用８名ということでございます。 

 それから、 後のさかなクンについてでございます

が、これはあくあぷらんつから応援団長として任命式

等を行った経緯がございますが、窓口としてはあくあ

ぷらんつを窓口になります。それから、特別な協定と

いうことでは現在結んでおりません。それから、費用

につきましてでございますが、プロダクション等に所

属はしておりますが、もぐらんぴあを個人的に応援し

ますということで、あくあぷらんつのほうで旅費等は

出しているようですが、謝金等は安くしてもらってい

るというふうに伺っております。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○委員長（大沢俊光君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  いわゆるもぐらんぴ

あの設置については、市が実施するわけでございます

ので、責任は市という形になると考えております。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私から、135ページの山形町商店街

活性化事業費補助金の内容と成果、今後の継続、見通

しについてお聞かせ願いたいというのが一つ。 

 それから、観光費の22年度と23年の比較で、54.

何％だか23年のほうが増加していると。その主だった

内容はどういうことで予算が増化したのかというのが

一つ。 

 それからもう一つは、これは常々私、持論なんです

けれども、ときどきの時節を表現する市の組織があっ

ていいだろうというのが私の基本的な考えでありまし

て、その中で、一般質問等の答弁なんかを聞きまして

も、「あまちゃん」についてでありますけれども、担

当部長が汗をかいとるというようなやりとりがあった

ように感じるんです。で、これ支援室っていいますか、

あまちゃん支援室ということになると、産業振興部長

が支援室長を兼務しているような感じを受けるんです、

正直言ってですね。それで、私はやっぱりこの復興を

推進もそうだけれども、この「あまちゃん」もなかな

か久慈にとっては画期的なドラマだろうと思います。

そういった意味では大いにこれを支援するというふう

な思いは必要でありまして、それらの支援する支援室

というのを、仮称ですよ仮称、私なりに支援室という

のがあってもいいんではないかと思うわけですけれど

も、その考え方をお聞かせ願いたい。 

 それから、それに関連しまして、いよいよクランク

インというふうな話もありますが、この10月、11月の

クランクインにかかわる事業はどういった形でのロケ

があるのかというのもお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  まず、山形町商工会

の補助金の内容等ということで、成果等ということで

ございますが、これにつきましては、山形町で行われ

ておりますガタゴンまつりの実施に、実行委員会等の

事業費に充てられております。 

 なお、内容等につきましては、従来から山形時代か

らやっているものでございますので、23年で18回とい

うことになりますが、老人クラブのゲートボールから

金-１グランプリ、山車、みこしの運行、ステージイ

ベント、盆踊り大会等々となっております。これは商

工者と住民、それから交流ということで、非常に意義

のある事業だと理解しております。入り込み数につい

ては約2,000人程度ということで、町外というか、地

区外からも多くの来場者があったというふうに聞いて

おります。今後も拡充に向けて関係者等と協力してま

いりたいと思います。 

 また、２点目の予算規模の件でございます。これ、

まず第一に、緊急雇用の事業が大幅にふえたという点、

それから災害復旧に伴う大きな事業が、億単位のもの

が数あったということでの大幅な増となっております。

従来の固定経費といいますか、普通の事務費、観光宣

伝事業等については据え置きでというふうに把握して

おります。 

 「あまちゃん」の支援室については。 
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○委員長（大沢俊光君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  「あまちゃん」の支援室を

設置すべきだというご質問でありますが、これまでも

答弁申し上げておりますが、推進協議会を立ち上げま

した。たしか構成団体42団体あったと思うんでありま

すが、「あまちゃん」につきましても、田野畑から洋

野町までステップ台になるということでございますの

で、田野畑から洋野町までの自治体、あるいは商工観

光団体等々をメンバーに構成された協議会となってま

す。その協議会の中にロケ支援部会……。あとロケ支

援部会以下２部会プラス３部会設置をしておりまして、

それぞれが部会を立ち上げて、その中で、例えばロケ

支援部会でありますけれども、会長は会長で決めまし

たが、事務局的には民間の団体をお願いをして、そこ

で10月中旬から本格的なロケがスタートしますけれど

も、そのいろいろなエキストラからお弁当の手配等と

か、もろもろのことについてはその支援部会が中心に

なって対応していくっていうことでございますので、

それぞれの13部会で実践部隊というふうなことで、こ

の「あまちゃん」に対しては対応しますので、特に現

在は支援室っていうことについては、市としては考え

ておりませんが、それにかかわる、かわるそういう推

進協議会が母体となって取り組んでいくっていうこと

でございますので、そこはご理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  もう１点、10月から

11月にかけてのロケの内容ということでございますが、

大まかには９月の時点で海のシーンは大方撮り終えた

と思っております。いわゆるそれ以外の陸の部分、今

副市長のほうからもご答弁ありましたけれども、洋野

町であったり田野畑であったり普代村であったり、い

ろんなところで陸の部分のロケが行われると。当市で

いえば、一つに大きいところでいえば、秋まつりの

シーンのロケがあったりとか、三鉄の開業のシーンが

あったりとか、そういった部分が大きなところではロ

ケがされていくと。あるいは小袖地域においては何日

間か長い時間になるかと思うんですが、ロケがセット

されてロケされるというようなロケ内容と聞いており

ます。 

 以上であります。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  ロケのほうです。私、この間市長が、

長内の健康を祝う会がありまして、その席上で、改め

て市長のほうからこのロケについてのＰＲがあった。

で、これ私はいいことだと思って今、この場でそれを

引きだすために、実はこのロケ云々というような話を

したんです。だから、その10月に行われる市長の話だ

と山車を再運行するという話があったので、その辺を

改めてお聞かせを願いたいと。 

 それから副市長、やはりいいことなんです。こうい

う私が言う「あまちゃん」支援室があったらとかどう

かは別にしまして、本当に久慈にとっては光が差して

いるような感じがあります。そういったところを組織

論として、やはりしっかりと裏づけさせてあげる。山

内市長が会長なわけですけれども、それは山内個人じ

ゃない、市長たる山内が会長だと。だとすれば、それ

をきちっと組織上裏づけるというのが、行政には問わ

れると思うんで、いずれ検討、ここで切るんじゃなく

て、検討をしていただきたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  これまでは、確かにこの組

織が立ちあがるまでは、非常に下舘産業振興部長は、

本当にＮＨＫの側と折衝するというふうなことで、非

常に大変だったことも承知しております。で、そうい

うようなことから、先ほどもお話を申し上げましたが、

各構成市町村、久慈地域の自治体もかかわってきます

ので、情報を共有しながら、市長が会長でありますけ

れども、私がロケ支援部会の部会長となっております

ので、そこのところでは部会を開催しまして、例えば

田野畑の担当の課長さんも来て、そこのところでは田

野畑部分については何とか田野畑として対応をお願い

したいというようなことで、そこは快く引き受けをし

ていただいています。 

 そういうふうなことで、また洋野も野田も普代もそ

ういうふうな状況でございますので、考え方としては、

濱欠委員おっしゃるように、非常に久慈市がやはり一

元的なステージになってますんで、そこんとこは少し

内部的にもどうやればいいかというのは検討をし、検

討っていいますか、いろいろ激務になってますので、

そこで緩和させる方策っていうのは考えていきたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 
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○委員長（大沢俊光君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  今、委員のほうから

市長からのお話もあったということも含め、秋まつり

のシーンのロケ、これにつきまして、10月21日にロケ

をするというふうに昨日、 終的に決定をいただき、

聞き及んだところであります。したがいまして、それ

に向けて昨日午後から、山車部会の皆さんといいます

か、山車組の組頭さんにお集まりをいただいて、ご協

力を再度お願いをしたということで、一つには、土風

館前で前夜祭のような場面を日中に撮りたい。それは、

三鉄娘というものをミスコンテストを実施すると。山

車を飾っておいて、その前にステージをつくって、ミ

スコンテストをして、北鉄という鉄道になるそうです

が、そういった部分でのミスコンをして、ミスを選ぶ

というようなシーンを日中にはやりたい。そして、夜

には５時ごろ以降になろうかと思いますけれども、い

わゆる秋まつりの運行と同じように、台数的には３台

ぐらいでという今の状況でございますが、３台ぐらい

が運行をし、秋まつりのようなシーンを。ただ撮られ

るところは振興局かいわいから、いわゆるこちら側に

向かってくる、北銀のところから中町に曲がるという

ようなシーンと聞いておりますけれども、そこでヒロ

インである能年さんがボランティア活動をしている、

一方選ばれた人が山車に乗っかっているというところ

で、目が合うシーンというようなロケと。このように

ちょっと具体的になりましたが伺っておりますので、

ぜひとも21日は、エキストラの皆さんもたくさん参加

をいただきますけれども、秋まつりのちょっとした再

現ということになろうかと思いますので、市民の皆様

方にも多く見ていただければ、なお秋まつりらしい

シーンが放映されるのかなとこのように考えておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  先ほどもぐらんぴあの安全対策の責

任者は、市が実施主体ですので久慈市だという答弁あ

りましたが、としますと、 高責任者である久慈市長

山内隆文が責任者というふうにとらえていいんですね。 

 いずれこの点で言えば、市長も未来永劫市長ではな

いわけで、この点は引き継いでいくかと思いますが、

きちっと責任とるようにしていただきたいと思います。 

 それから、ぜひ外舘副市長から答弁あったところで

すけども、これは街なか、サテライト的だという話あ

りましたが、結局今までの委託料とさらにふえるわけ

ですね。そういった点で、屋上屋っていうか架せない

ようにしていただきたいし、この点は、十分な議論が

必要だろうと思いますので、軽々に計算を出さないで

いただきたいというふうに要請をしていきたいと思い

ます。 

 後に、「あまちゃん」の関係ですけど、担当の部

長はＮＨＫとのさっき話ありましたとおり、もう接触

をしなきゃならないという中で、休みもなく夜となく

昼となく会って調整しているようであります。健康を

害するような状況も生まれつつあるわけですね。その

点、やはり十分な配慮をしながら対応していただきた

いし、そういったいいことをするにしても、やっぱり

そのことによって被害というか健康を害することのな

いように、そういった十分な配慮をいただきながら対

応していただきたいし、そういったことをしながら成

功裏に終えるように努力をしていただきと思いますの

で、このことは要請しておきます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○委員長（大沢俊光君）  この際、お諮りいたします。

本日の審議はここまでとし、以降は明日、10日審査を

行うことにいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。 

    午後４時37分   散会   
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